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一般会計
歳　出
120億

5,700万円

議会費
9,4009,400万円万円
［0.8％］［0.8％］

商工費
8,8008,800万円万円
［0.7％］［0.7％］

民生費
33億33億8,100万円8,100万円
［28.0％］［28.0％］

衛生費
7億7億5,100万円5,100万円
［6.2％］［6.2％］

総務費
22億22億1,000万円1,000万円
［18.3％］［18.3％］

特
別
会
計
歳
出

◦国民健康保険 17億6,800万円 ◦宅地造成 500万円

◦簡易水道 2億9,800万円 ◦墓地事業 ４万円

◦公共下水道 ８億200万円 ◦後期高齢者医療 2億2,400万円

◦農業集落排水 6億900万円 ◦財 産 区� 126万円
（上私都・市場、覚王寺・上津黒、下津黒・篠波・大江）◦介護保険 21億6,900万円

　リンピアいなばをはじめ、
ごみ処理を行い、生活環境
の保全に努めました。

ごみ処理費ごみ処理費
２億7,400万円

　９月定例会が 18日の会期で開かれました。報告事項２件、専決処分２件、財産区管理委員
の選任１件、町道の路線認定等５件、補正予算７件、令和４年度決算の認定 15件、追加議案
１件の 31議案が提案され、いずれも原案どおり可決・認定しました。
　また、陳情２件は不採択、議員発議の２件は可決しました。

若桜鉄道対策費若桜鉄道対策費

　第３種鉄道事業者として、若桜町と
ともに軌道、車両の維持管理及び老朽化
更新等の設備改良を行い、年間を通じて
鉄道の安全な旅客運送を実施しました。

２億9,000万円

保育所運営費保育所運営費
２億8,400万円

　障がい児保育や一時保育等を
実施し、児童の健全育成につな
げました。

庁舎管理費庁舎管理費
7,700万円

　

　令和５年度より、船岡庁舎、八東庁舎の宿直員廃止に伴い、
警備システムの導入工事等を実施しました。
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このように使われましたこのように使われました

一般会計
歳　出
120億

5,700万円

商工費
8,8008,800万円万円
［0.7％］［0.7％］

土木費
9億9億4,600万円4,600万円
［7.8％］［7.8％］

教育費
15億15億2,100万円2,100万円
［12.6％］［12.6％］

公債費
12億12億1,300万円1,300万円
［10.1％］［10.1％］

農林水産業費
13億13億7,500万円7,500万円
［11.4％］［11.4％］

令和４年度
決　算

　捕獲奨励金により、野生
鳥獣の捕獲を促進し、被害
防止を図りました。

7,300万円

野生鳥獣被害費防止事業費野生鳥獣被害費防止事業費

　道路除雪（車道 286路線
約 123km）、小型除雪機購
入の補助を行いました。

９,600万円

除雪対策費等除雪対策費等

　郡家西小学校の改修工事を実
施しました。

５億4,000万円

小学校改修事業費小学校改修事業費

一般会計
歳　入
130億

6,000万円

24.8％

75.3％

源

　

財

　

存

　

依

町税
13億6,700万円13億6,700万円
［［1010..55％］％］

町債
11億11億9,400万円9,400万円
［9.1％］［9.1％］

国庫支出金
16億16億6,300万円6,300万円
［12.7％］［12.7％］

県支出金
10億10億5,300万円5,300万円
［8.1％］［8.1％］

繰越金
11億211億2,,400万円400万円
［8.6％］［8.6％］

諸収入等
7億7億4,000万円4,000万円
［5.7％］［5.7％］

地方交付税
54億54億1,500万円1,500万円
［41.5％］［41.5％］

地方譲与税等
５億５億400万円400万円
［3.9％］［3.9％］

自主
財
源

その他
4億4億7,800万円7,800万円
［4.0％］［4.0％］

（消防費等）
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　トスクふなおか店の閉店に伴い船岡地域を対象に地域内公共施設を会場に、パソコン等を活
用して食品や日用品を注文、発送するシステムの構築と実証実験を行うもの

みなさまの生活応援のための予算可決

公共施設で注文受付 自宅や公民館で受け取り配　送

買物環境確保推進事業買物環境確保推進事業……………………600600万円万円

公 民 館

ӱ╪ᘐࡑ

　エネルギー・食料品価格等の物価上昇を受けている町民の生活を支援するため、町内店舗で
使用可能な商品券を発行し、全戸へ配布するもの

　（１人 5,000 円×人口 16,000 人） ・・・・・8,000 万円
　 委託料（商工会他） ・・・・・・・・・・・・・・1,580 万円

生活応援商品券発行事業生活応援商品券発行事業…………9,5809,580万円万円

商品券発行額

緊急に

令和５年度９月
一般会計補正予算の主な事業

45 八頭町議会だより　第75号 令和5年11月

災害復旧 専決処分（議案第 96号、97号）

　８月 15日の台風７号により、被災しました農業用施設、林道、公共土木施設及び集落排水施設の
早期復旧に向け、災害復旧費を令和５年８月 23日付で専決処分したもの

緊急防除支援事業 160万円

農業集落排水特別会計操出金 750万円

農地農業用施設災害復旧費 １億 6,010 万円

林道施設災害復旧費 3,610 万円

公共土木施設災害復旧費 6,410 万円

合　計 ２億 6,940 万円

その後報告された災害
 　令和５年台風７号災害の被害状況

（９月６日時点・被害額）

公共土木施設災害復旧事業  15 件 ２億 3,400 万円

農地、農業用施設災害復旧事業  87 件 ９億 6,000 万円

林道施設災害復旧事業  14 件 １億 1,900 万円

合　計  116 件 13億 1,300 万円

その他　180件（国庫補助の対象にならないもの）

急がれる急がれる  災害復旧災害復旧

姫路被害状況 上峰寺被害状況

落岩被害状況

福地被害状況
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賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子 

議
員

　
担
当
課
か
ら
７
月
の
大
雨
そ
し
て
８
月

の
台
風
７
号
の
豪
雨
の
際
、
こ
の
排
水
路

が
充
分
機
能
し
た
と
説
明
が
あ
っ
た
。
町

民
の
安
心
・
安
全
な
生
活
及
び
減
災
対
策

に
効
果
が
認
め
ら
れ
た
と
判
断
し
賛
成
と

す
る
。

◇
議
案
101
号
（
可
決
）

八
頭
町
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更

　
町
道
（
町
道
落
岩
中
央
線
）
の
施
工
延

長
、
福
祉
施
設
（
大
江
地
区
福
祉
施
設
）

及
び
、地
区
公
民
館
（
大
江
地
区
公
民
館
）

の
改
修
事
業
を
追
加
し
、
計
画
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
も
の

◇
議
案
第
102
号
（
可
決
）

八
頭
町
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

　
法
律
改
正
に
よ
り
、移
動
端
末
設
備（
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証

主
な
議
案

◇
議
案
第
98
号
（
同
意
）

八
頭
町
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任（
敬
称
略
）

上
津
黒
・
下
津
黒
財
産
区
管
理
委
員

入
川
　
富
夫

◇
議
案
第
99
号
（
可
決
）

町
道
の
路
線
認
定
　
国
中
新
庄
線

延
長
５
７
３
．
２
メ
ー
ト
ル

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也 

議
員

　
住
民
の
要
望
は
、
農
道
を
除
雪
と
道
路

維
持
を
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

農
道
は
農
地
基
盤
整
備
事
業
の
国
の
事
業

で
行
わ
れ
た
。
な
ら
ば
、
農
道
を
町
道
認

定
す
る
よ
り
は
除
雪
の
規
定
を
変
え
る
べ

き
だ
。

賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子 

議
員

　
生
活
道
で
あ
り
、
地
元
の
集
落
か
ら
の

要
望
が
出
さ
れ
た
議
案
で
あ
る
。
国
中
新

庄
線
が
町
道
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
地
元
の
方
々
の
利
益
に
繋
が
る
と
考

え
賛
成
と
す
る
。

◇
議
案
100
号
（
可
決
）

八
頭
町
公
共
下
水
道
竹
ノ
下
排
水
区
雨
水

幹
線
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る
協
定

（
そ
の
２
）の
一
部
を
変
更
す
る
協
定
締
結

　
請
負
差
額
等
、
事
業
費
の
確
定
に
伴
い

減
額
す
る
も
の

令
和
４
年
度
事
業
費

　
変
更
前
１
億
３
，０
０
０
万
円

　
変
更
後
１
億
１
，２
０
０
万
円 

(

１
，８
０
０
万
円
減)

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也 

議
員

　
協
定
書
は
記
名
と
押
印
さ
れ
、
日
付
は

手
書
き
で
あ
る
。
議
案
配
付
は
９
月
１
日

で
協
定
書
契
約
日
は
８
月
31
日
の
日
付
で

あ
る
。
相
手
方
が
東
京
で
あ
る
が
、
事
前

に
契
約
さ
れ
、
後
に
手
書
き
し
た
と
思
わ

れ
疑
義
が
あ
る
。

明
書
を
使
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
多
機
能
端
末

機
か
ら
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
可
能
に

す
る
旨
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

◇
議
案
第
103
号
（
可
決
）

八
頭
町
特
別
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
児
童
（
18
歳

に
達
す
る
日
、
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
）
の
医
療
費
に
対
す

る
負
担
額
を
無
く
す
よ
う
助
成
制
度
の
改

正
を
行
う
も
の

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡 

議
員

　
か
つ
て
の
一
般
質
問
で
も
行
っ
た
。
子

育
て
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
、
非
常
に
重

要
な
実
施
が
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
賛
成
討
論
と
す
る
。

◇
議
案
第
104
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

４
億
５
，９
７
６
万
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
105
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

３
，４
３
８
万
５
千
円
を
追
加
す
る
も
の

　
令
和
５
年
９
月
定
例
会
　
９
月
8
日
～
9
月
25
日

大江地区公民館

国中新庄線
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◇
議
案
第
106
号
（
可
決
）

令
和
5
年
度
八
頭
町
簡
易
水
道
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，０
２
４
万
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
107
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，９
９
９
万
３
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
108
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
農
業
集
落
排
水
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，０
７
０
万
９
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
109
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

３
億
５
，６
７
６
万
２
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
110
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

１
１
２
万
４
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
111
号
（
認
定
）

令
和
４
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定

反
対
討
論
　
川
西
　
　
聡 

議
員

　
総
務
課
の
社
会
保
障
制
度
で
あ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
根
幹
自
体
が
揺
ら
い
で
い
て

崩
壊
寸
前
で
あ
る
。
各
紙
は
、「
個
人
情

報
保
護
委
員
会
が
デ
ジ
タ
ル
庁
に
行
政
指

導
」
と
報
道
し
た
。
町
長
の
施
政
よ
り
も

本
町
の
予
算
措
置
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い

う
広
義
の
意
味
で
反
対
す
る
。

◇
議
案
第
126
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
７
５
０

万
円
を
追
加
す
る
も
の

○
主
な
支
出

　
姫
路
公
園
施
設
管
理
運
営
費
（
土
砂
撤
去
）

 

１
０
０
万
円

　
森
林
作
業
路
網
災
害
復
旧
対
策
事
業
補
助
金

 

１
，４
１
０
万
円

反
対
討
論
　
岡
嶋
　
正
広
　
議
員

　
本
予
算
案
で
林
業
作
業
道
の
復
旧
に
町

民
の
税
金
が
投
入
さ
れ
る
が
、
金
額
算
出

根
拠
が
曖
昧
で
あ
る
。
人
命
と
か
生
活
に

関
わ
る
事
案
で
は
な
い
。
慌
て
ず
時
間
を

か
け
て
国
の
災
害
査
定
を
受
け
る
な
ど
、

町
民
に
説
明
で
き
る
資
料
を
示
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

反
対
討
論
　
森
　
亜
紀
子
　
議
員

　
姫
路
公
園
の
管
理
運
営
費
に
一
般
財
源

か
ら
１
０
０
万
円
計
上
さ
れ
て
い
る
。
他

に
救
済
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
町
民
の
生
活
に
目
を
向
け
た
予

算
計
上
を
求
め
反
対
と
す
る
。

◇
発
議
第
11
号
　（
可
決
）

八
頭
町
議
会
議
員
の
請
負
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
八
頭
町
に
対
し
請
負
を
す
る
議
員
が
請

負
の
状
況
を
公
表
し
、
請
負
状
況
の
透
明

性
を
確
保
す
る
も
の

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡
　
議
員

　
過
去
に
請
負
関
係
で
、
本
議
会
で
も
問

題
に
な
っ
た
元
同
僚
の
議
員
が
い
た
。
こ

う
い
う
こ
と
を
防
ぐ
上
で
も
、
議
員
側
の

方
か
ら
「
身
を
律
す
る
」
と
い
う
意
味
合

い
で
発
議
の
趣
旨
説
明
に
大
い
に
賛
同
し

賛
成
討
論
と
す
る
。

◇
発
議
第
12
号
　（
可
決
）

八
頭
町
議
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
の

制
定

　
議
員
に
よ
る
町
長
等
に
対
す
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の

※
条
例
の
全
文
は
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也
　
議
員

　
議
会
内
の
議
論
も
尽
く
さ
ず
、
町
民
の

意
見
も
聞
か
ず
、
地
方
の
議
会
制
民
主
主

義
の
崩
壊
の
始
ま
り
で
あ
る
。
自
治
体
の

議
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
つ
い

て
は
、
政
治
倫
理
条
例
に
お
い
て
定
め
て

い
る
。

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡
　
議
員

　
こ
の
条
例
は
、
議
員
が
相
手
に
と
っ

て
不
愉
快
な
言
動
を
し
た
ら
一
足
飛
び

に
「
公
表
」
と
は
な
ら
な
い
。
条
文
で
審

査
会
の
設
置
や
議
員
の
弁
明
の
機
会
を
設

け
て
お
り
議
員
の
人
権
は
担
保
さ
れ
て
い

る
の
で
む
や
み
や
た
ら
に
悪
用
は
で
き
な

い
。
自
戒
の
意
味
で
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子
　
議
員

　
議
員
が
人
権
を
尊
重
し
、信
頼
し
合
い
、

議
員
及
び
議
会
と
し
て
役
割
を
充
分
に
発

揮
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
の
条
例
が
抑

止
力
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
必
要
と
考
え
賛

成
と
す
る
。

災害にあった森林作業路網（落岩）
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賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子 

議
員

　
担
当
課
か
ら
７
月
の
大
雨
そ
し
て
８
月

の
台
風
７
号
の
豪
雨
の
際
、
こ
の
排
水
路

が
充
分
機
能
し
た
と
説
明
が
あ
っ
た
。
町

民
の
安
心
・
安
全
な
生
活
及
び
減
災
対
策

に
効
果
が
認
め
ら
れ
た
と
判
断
し
賛
成
と

す
る
。

◇
議
案
101
号
（
可
決
）

八
頭
町
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更

　
町
道
（
町
道
落
岩
中
央
線
）
の
施
工
延

長
、
福
祉
施
設
（
大
江
地
区
福
祉
施
設
）

及
び
、地
区
公
民
館
（
大
江
地
区
公
民
館
）

の
改
修
事
業
を
追
加
し
、
計
画
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
も
の

◇
議
案
第
102
号
（
可
決
）

八
頭
町
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

　
法
律
改
正
に
よ
り
、移
動
端
末
設
備（
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証

主
な
議
案

◇
議
案
第
98
号
（
同
意
）

八
頭
町
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任（
敬
称
略
）

上
津
黒
・
下
津
黒
財
産
区
管
理
委
員

入
川
　
富
夫

◇
議
案
第
99
号
（
可
決
）

町
道
の
路
線
認
定
　
国
中
新
庄
線

延
長
５
７
３
．
２
メ
ー
ト
ル

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也 

議
員

　
住
民
の
要
望
は
、
農
道
を
除
雪
と
道
路

維
持
を
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

農
道
は
農
地
基
盤
整
備
事
業
の
国
の
事
業

で
行
わ
れ
た
。
な
ら
ば
、
農
道
を
町
道
認

定
す
る
よ
り
は
除
雪
の
規
定
を
変
え
る
べ

き
だ
。

賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子 

議
員

　
生
活
道
で
あ
り
、
地
元
の
集
落
か
ら
の

要
望
が
出
さ
れ
た
議
案
で
あ
る
。
国
中
新

庄
線
が
町
道
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
地
元
の
方
々
の
利
益
に
繋
が
る
と
考

え
賛
成
と
す
る
。

◇
議
案
100
号
（
可
決
）

八
頭
町
公
共
下
水
道
竹
ノ
下
排
水
区
雨
水

幹
線
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る
協
定

（
そ
の
２
）の
一
部
を
変
更
す
る
協
定
締
結

　
請
負
差
額
等
、
事
業
費
の
確
定
に
伴
い

減
額
す
る
も
の

令
和
４
年
度
事
業
費

　
変
更
前
１
億
３
，０
０
０
万
円

　
変
更
後
１
億
１
，２
０
０
万
円 

(

１
，８
０
０
万
円
減)

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也 

議
員

　
協
定
書
は
記
名
と
押
印
さ
れ
、
日
付
は

手
書
き
で
あ
る
。
議
案
配
付
は
９
月
１
日

で
協
定
書
契
約
日
は
８
月
31
日
の
日
付
で

あ
る
。
相
手
方
が
東
京
で
あ
る
が
、
事
前

に
契
約
さ
れ
、
後
に
手
書
き
し
た
と
思
わ

れ
疑
義
が
あ
る
。

明
書
を
使
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
多
機
能
端
末

機
か
ら
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
可
能
に

す
る
旨
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

◇
議
案
第
103
号
（
可
決
）

八
頭
町
特
別
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
児
童
（
18
歳

に
達
す
る
日
、
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
）
の
医
療
費
に
対
す

る
負
担
額
を
無
く
す
よ
う
助
成
制
度
の
改

正
を
行
う
も
の

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡 

議
員

　
か
つ
て
の
一
般
質
問
で
も
行
っ
た
。
子

育
て
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
、
非
常
に
重

要
な
実
施
が
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
賛
成
討
論
と
す
る
。

◇
議
案
第
104
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

４
億
５
，９
７
６
万
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
105
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

３
，４
３
８
万
５
千
円
を
追
加
す
る
も
の

　
令
和
５
年
９
月
定
例
会
　
９
月
8
日
～
9
月
25
日

大江地区公民館

国中新庄線
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◇
議
案
第
106
号
（
可
決
）

令
和
5
年
度
八
頭
町
簡
易
水
道
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，０
２
４
万
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
107
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，９
９
９
万
３
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
108
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
農
業
集
落
排
水
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ

３
，０
７
０
万
９
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
109
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

３
億
５
，６
７
６
万
２
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
110
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ 

１
１
２
万
４
千
円
を
追
加
す
る
も
の

◇
議
案
第
111
号
（
認
定
）

令
和
４
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定

反
対
討
論
　
川
西
　
　
聡 

議
員

　
総
務
課
の
社
会
保
障
制
度
で
あ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
根
幹
自
体
が
揺
ら
い
で
い
て

崩
壊
寸
前
で
あ
る
。
各
紙
は
、「
個
人
情

報
保
護
委
員
会
が
デ
ジ
タ
ル
庁
に
行
政
指

導
」
と
報
道
し
た
。
町
長
の
施
政
よ
り
も

本
町
の
予
算
措
置
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い

う
広
義
の
意
味
で
反
対
す
る
。

◇
議
案
第
126
号
（
可
決
）

令
和
５
年
度
八
頭
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
７
５
０

万
円
を
追
加
す
る
も
の

○
主
な
支
出

　
姫
路
公
園
施
設
管
理
運
営
費
（
土
砂
撤
去
）

 

１
０
０
万
円

　
森
林
作
業
路
網
災
害
復
旧
対
策
事
業
補
助
金

 

１
，４
１
０
万
円

反
対
討
論
　
岡
嶋
　
正
広
　
議
員

　
本
予
算
案
で
林
業
作
業
道
の
復
旧
に
町

民
の
税
金
が
投
入
さ
れ
る
が
、
金
額
算
出

根
拠
が
曖
昧
で
あ
る
。
人
命
と
か
生
活
に

関
わ
る
事
案
で
は
な
い
。
慌
て
ず
時
間
を

か
け
て
国
の
災
害
査
定
を
受
け
る
な
ど
、

町
民
に
説
明
で
き
る
資
料
を
示
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

反
対
討
論
　
森
　
亜
紀
子
　
議
員

　
姫
路
公
園
の
管
理
運
営
費
に
一
般
財
源

か
ら
１
０
０
万
円
計
上
さ
れ
て
い
る
。
他

に
救
済
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
町
民
の
生
活
に
目
を
向
け
た
予

算
計
上
を
求
め
反
対
と
す
る
。

◇
発
議
第
11
号
　（
可
決
）

八
頭
町
議
会
議
員
の
請
負
の
状
況
の
公
表

に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
八
頭
町
に
対
し
請
負
を
す
る
議
員
が
請

負
の
状
況
を
公
表
し
、
請
負
状
況
の
透
明

性
を
確
保
す
る
も
の

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡
　
議
員

　
過
去
に
請
負
関
係
で
、
本
議
会
で
も
問

題
に
な
っ
た
元
同
僚
の
議
員
が
い
た
。
こ

う
い
う
こ
と
を
防
ぐ
上
で
も
、
議
員
側
の

方
か
ら
「
身
を
律
す
る
」
と
い
う
意
味
合

い
で
発
議
の
趣
旨
説
明
に
大
い
に
賛
同
し

賛
成
討
論
と
す
る
。

◇
発
議
第
12
号
　（
可
決
）

八
頭
町
議
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
の

制
定

　
議
員
に
よ
る
町
長
等
に
対
す
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の

※
条
例
の
全
文
は
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載

反
対
討
論
　
小
原
　
徹
也
　
議
員

　
議
会
内
の
議
論
も
尽
く
さ
ず
、
町
民
の

意
見
も
聞
か
ず
、
地
方
の
議
会
制
民
主
主

義
の
崩
壊
の
始
ま
り
で
あ
る
。
自
治
体
の

議
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
つ
い

て
は
、
政
治
倫
理
条
例
に
お
い
て
定
め
て

い
る
。

賛
成
討
論
　
川
西
　
　
聡
　
議
員

　
こ
の
条
例
は
、
議
員
が
相
手
に
と
っ

て
不
愉
快
な
言
動
を
し
た
ら
一
足
飛
び

に
「
公
表
」
と
は
な
ら
な
い
。
条
文
で
審

査
会
の
設
置
や
議
員
の
弁
明
の
機
会
を
設

け
て
お
り
議
員
の
人
権
は
担
保
さ
れ
て
い

る
の
で
む
や
み
や
た
ら
に
悪
用
は
で
き
な

い
。
自
戒
の
意
味
で
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
　
森
　
亜
紀
子
　
議
員

　
議
員
が
人
権
を
尊
重
し
、信
頼
し
合
い
、

議
員
及
び
議
会
と
し
て
役
割
を
充
分
に
発

揮
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
の
条
例
が
抑

止
力
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
必
要
と
考
え
賛

成
と
す
る
。

災害にあった森林作業路網（落岩）
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八頭町議会ハラスメント防止条例
( 令和５年９月 25 日条例第 27 号 )

（目的）
第 １条　この条例は、全ての議員が相互に人格を尊

重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を
十分に発揮するため、議員による町長等に対する
ハラスメントの防止に関し必要な措置を講じ、並
びにハラスメントの被害者へ配慮することにより、
町長等が個人としての尊厳を尊重され、良好な執
務環境を確保することで、町政の効率的な運用に
寄与し、もって信頼される議会の実現に資するこ
とを目的とする。

（定義）
第 ２条　この条例において、「町長等」とは、八頭町

議会基本条例（平成 27 年八頭町条例第 47 号）第
３条第 1 項第 1 号に規定する町長等の補助職員及
び議会事務局の職員をいう。

２ 　この条例において「ハラスメント」とは、議員
による次に掲げる言動をいう。

　⑴ 　議会、職場又は地域における優越的な関係を
背景とした言動であって、議会活動、議員活動
又は選挙活動（準備活動を含む。）その他の政治
活動上必要かつ相当な範囲を超え、当該言動の
相手方とされた町長等（以下「相手方等」とい
う。）に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相
手方等の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方
等の執務環境を害することとなるようなもの

　⑵ 　相手方等を不快にさせる性的な言動
（議員の責務）
第 ３条　議員は、町民全体の代表者として町政に携

わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い
倫理意識を持ち、地方自治の本旨に従って、その
使命を達成するため、ハラスメントが個人の尊厳
を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、
ハラスメントの防止に努めなければならない。

２ 　議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷
つけ、労働意欲を低下させ、及び執務環境を害す
るものであること並びに町長等が職務遂行上の対
等な立場にあることを自覚し、町長等の人格を尊
重した活動をしなければならない。

３ 　議員は、当該議員によるハラスメントが行われ
たと疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑
惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にし
なければならない。

４ 　議員は、ハラスメントに当たる言動を行ってい
ると認められる事態に遭遇した時は、当該言動を
行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、
解決するよう努めなければならない。

（研修等）
第 ４条　議長は、ハラスメントの防止及び排除を図

るため、議員に対し必要な教育、研修等を実施す
るものとする。

（調査等）
第 ５条　議長は、議長が別に定めるところにより、

町長等からハラスメントに関する申出がなされた
ときは、当該申出に係る事実関係を調査し、当該
問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものと
する。

２ 　議長は、前項に規定するハラスメントに係る事
実関係の調査及び確認を行うため、第 7 条に規定
する八頭町議会ハラスメント審査会に諮問し、そ
の意見を聴かなければならない。

（公表等）
第 ６条　議長は、前条の規定による調査により議員

によるハラスメントが行われたことを確認したと
きは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公
表その他必要な措置を講ずるものとする。

２ 　議長は、前項の規定によりハラスメントを行っ
た議員の氏名を公表しようとするときは、次条の
規定により八頭町議会ハラスメント審査会の意見
を聴かなければならない。

（八頭町議会ハラスメント審査会の設置）
第 ７条　次の各号に掲げる諮問に応ずるため、八頭

町議会ハラスメント審査会（以下「審査会」という。）
を置く。

　⑴ 　ハラスメントを防止するための措置に関する
諮問

　⑵ 　ハラスメントに係る事実関係の調査及び確認
に関する諮問

　⑶ 　ハラスメントが確認された場合に適切に対応
するための措置に関する諮問

２ 　前項に定めるもののほか、審査会の組織及び委
員その他審査会に関し必要な事項については、議
長が別に定める。

（議長職務の代行）
第 ８条　議長が調査の対象となったときは副議長が、

議長及び副議長が共に調査の対象となったときは年
長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行う。

（審査会の職務）
第 ９条　審査会は次に掲げる職務を行う。
　⑴ 　審査会は、第 7 条の規定により審査を求めら

れたときは、諮問を受けた日から 60 日以内に、
議長に意見書を提出しなければならない。

　⑵ 　審査会は、前項の職務を行うため、関係人か
ら事情を聴取し、資料の提供を求める等必要な
調査を行うことができる。

　⑶ 　審査会は、当該議員に出席を求め、弁明の機
会を与えなければならない。

（プライバシー等の保護等）
第  10 条　議員は、ハラスメントの被害者及び関係者

のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラス
メントに関し審査会の結果が公表されるまでは何
人も職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。

２ 　議員は、ハラスメントに関する申出、当該申出
に係る調査への協力その他ハラスメントが行われ
た場合は、町長等の対応に起因して町長等が不利
益を受けることがないようにしなければならない。

（委任）
第  11 条　この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）
２ 　この条例の規定は、この条例の施行の日以後に

行われたハラスメントについて適用する。

➡ 条 例 全 文 掲 載 ➡
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議 案 等 議 決 結 果議 案 等 議 決 結 果
（第7回定例会）（第7回定例会）

議案等
番　号

議　席　番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

結

　
　果件　　　　　名

森

　亜
紀
子

山
根
張
太
郎

中
村

　美
鈴

前
田

　幸
己

矢
部

　啓
祐

灘
口

　茂
郎

岡
嶋

　正
広

栄
田

　秀
之

川
西

　
　聡

小
原

　徹
也

川
西
美
恵
子

緒
方

　陽
紀

奥
田
の
ぶ
よ

96
専決処分の承認を求めること（令和５年度八頭町一般会

計補正予算（第３号））
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 承認

97
専決処分の承認を求めること（令和５年度八頭町農業集

落排水特別会計補正予算（第２号））
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 承認

98 八頭町財産区管理委員の選任 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 同意

99 町道の路線認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 可決

100
八頭町公共下水道竹ノ下排水区雨水幹線の建設工事委託

に関する協定（その２）の一部を変更する協定締結
〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 可決

101 八頭町辺地に係る総合整備計画の変更 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

102 八頭町印鑑条例の一部改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 可決

103 八頭町特別医療費助成条例の一部改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

104 令和５年度八頭町一般会計補正予算(第４号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

105 令和５年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算(第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

106 令和５年度八頭町簡易水道特別会計補正予算(第２号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

107 令和５年度八頭町公共下水道特別会計補正予算(第２号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

108 令和５年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算(第３号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

109 令和５年度八頭町介護保険特別会計補正予算(第１号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

110 令和５年度八頭町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

111 令和４年度八頭町一般会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

112 令和４年度八頭町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

113 令和４年度八頭町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

114 令和４年度八頭町住宅資金特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

115 令和４年度八頭町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

116 令和４年度八頭町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

117 令和４年度八頭町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

118 令和４年度八頭町宅地造成特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

119 令和４年度八頭町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定
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八頭町議会ハラスメント防止条例
( 令和５年９月 25 日条例第 27 号 )

（目的）
第 １条　この条例は、全ての議員が相互に人格を尊

重し、信頼し合い、議員及び議会としての役割を
十分に発揮するため、議員による町長等に対する
ハラスメントの防止に関し必要な措置を講じ、並
びにハラスメントの被害者へ配慮することにより、
町長等が個人としての尊厳を尊重され、良好な執
務環境を確保することで、町政の効率的な運用に
寄与し、もって信頼される議会の実現に資するこ
とを目的とする。

（定義）
第 ２条　この条例において、「町長等」とは、八頭町

議会基本条例（平成 27 年八頭町条例第 47 号）第
３条第 1 項第 1 号に規定する町長等の補助職員及
び議会事務局の職員をいう。

２ 　この条例において「ハラスメント」とは、議員
による次に掲げる言動をいう。

　⑴ 　議会、職場又は地域における優越的な関係を
背景とした言動であって、議会活動、議員活動
又は選挙活動（準備活動を含む。）その他の政治
活動上必要かつ相当な範囲を超え、当該言動の
相手方とされた町長等（以下「相手方等」とい
う。）に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相
手方等の人格若しくは尊厳を害し、又は相手方
等の執務環境を害することとなるようなもの

　⑵ 　相手方等を不快にさせる性的な言動
（議員の責務）
第 ３条　議員は、町民全体の代表者として町政に携

わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い
倫理意識を持ち、地方自治の本旨に従って、その
使命を達成するため、ハラスメントが個人の尊厳
を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、
ハラスメントの防止に努めなければならない。

２ 　議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷
つけ、労働意欲を低下させ、及び執務環境を害す
るものであること並びに町長等が職務遂行上の対
等な立場にあることを自覚し、町長等の人格を尊
重した活動をしなければならない。

３ 　議員は、当該議員によるハラスメントが行われ
たと疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑
惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にし
なければならない。

４ 　議員は、ハラスメントに当たる言動を行ってい
ると認められる事態に遭遇した時は、当該言動を
行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、
解決するよう努めなければならない。

（研修等）
第 ４条　議長は、ハラスメントの防止及び排除を図

るため、議員に対し必要な教育、研修等を実施す
るものとする。

（調査等）
第 ５条　議長は、議長が別に定めるところにより、

町長等からハラスメントに関する申出がなされた
ときは、当該申出に係る事実関係を調査し、当該
問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものと
する。

２ 　議長は、前項に規定するハラスメントに係る事
実関係の調査及び確認を行うため、第 7 条に規定
する八頭町議会ハラスメント審査会に諮問し、そ
の意見を聴かなければならない。

（公表等）
第 ６条　議長は、前条の規定による調査により議員

によるハラスメントが行われたことを確認したと
きは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公
表その他必要な措置を講ずるものとする。

２ 　議長は、前項の規定によりハラスメントを行っ
た議員の氏名を公表しようとするときは、次条の
規定により八頭町議会ハラスメント審査会の意見
を聴かなければならない。

（八頭町議会ハラスメント審査会の設置）
第 ７条　次の各号に掲げる諮問に応ずるため、八頭

町議会ハラスメント審査会（以下「審査会」という。）
を置く。

　⑴ 　ハラスメントを防止するための措置に関する
諮問

　⑵ 　ハラスメントに係る事実関係の調査及び確認
に関する諮問

　⑶ 　ハラスメントが確認された場合に適切に対応
するための措置に関する諮問

２ 　前項に定めるもののほか、審査会の組織及び委
員その他審査会に関し必要な事項については、議
長が別に定める。

（議長職務の代行）
第 ８条　議長が調査の対象となったときは副議長が、

議長及び副議長が共に調査の対象となったときは年
長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行う。

（審査会の職務）
第 ９条　審査会は次に掲げる職務を行う。
　⑴ 　審査会は、第 7 条の規定により審査を求めら

れたときは、諮問を受けた日から 60 日以内に、
議長に意見書を提出しなければならない。

　⑵ 　審査会は、前項の職務を行うため、関係人か
ら事情を聴取し、資料の提供を求める等必要な
調査を行うことができる。

　⑶ 　審査会は、当該議員に出席を求め、弁明の機
会を与えなければならない。

（プライバシー等の保護等）
第  10 条　議員は、ハラスメントの被害者及び関係者

のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラス
メントに関し審査会の結果が公表されるまでは何
人も職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。

２ 　議員は、ハラスメントに関する申出、当該申出
に係る調査への協力その他ハラスメントが行われ
た場合は、町長等の対応に起因して町長等が不利
益を受けることがないようにしなければならない。

（委任）
第  11 条　この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）
２ 　この条例の規定は、この条例の施行の日以後に

行われたハラスメントについて適用する。

➡ 条 例 全 文 掲 載 ➡
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議 案 等 議 決 結 果議 案 等 議 決 結 果
（第7回定例会）（第7回定例会）
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96
専決処分の承認を求めること（令和５年度八頭町一般会

計補正予算（第３号））
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 承認

97
専決処分の承認を求めること（令和５年度八頭町農業集

落排水特別会計補正予算（第２号））
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 承認

98 八頭町財産区管理委員の選任 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 同意

99 町道の路線認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 可決

100
八頭町公共下水道竹ノ下排水区雨水幹線の建設工事委託

に関する協定（その２）の一部を変更する協定締結
〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 可決

101 八頭町辺地に係る総合整備計画の変更 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

102 八頭町印鑑条例の一部改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 可決

103 八頭町特別医療費助成条例の一部改正 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

104 令和５年度八頭町一般会計補正予算(第４号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

105 令和５年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算(第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

106 令和５年度八頭町簡易水道特別会計補正予算(第２号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

107 令和５年度八頭町公共下水道特別会計補正予算(第２号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

108 令和５年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算(第３号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

109 令和５年度八頭町介護保険特別会計補正予算(第１号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

110 令和５年度八頭町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号）〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

111 令和４年度八頭町一般会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

112 令和４年度八頭町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

113 令和４年度八頭町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

114 令和４年度八頭町住宅資金特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

115 令和４年度八頭町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

116 令和４年度八頭町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

117 令和４年度八頭町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

118 令和４年度八頭町宅地造成特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定

119 令和４年度八頭町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 認定
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120
令和４年度八頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

121 令和４年度八頭町上私都財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

122
令和４年度八頭町市場、覚王寺財産区特別会計歳入歳出

決算の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

123
令和４年度八頭町上津黒、下津黒財産区特別会計歳入歳出

決算の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

124 令和４年度八頭町篠波財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

125 令和４年度八頭町大江財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

126 令和５年度八頭町一般会計補正予算(第５号） × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 可決

陳情12
一日も早く選択的夫婦別姓の導入をするよう政府に求める

陳情
〇 × × × 〇 × × × 〇 × 〇 × × 不採択

陳情13
「物価高騰に見合う年金額引き上げの意見書提出」について

の陳情書
〇 × × × × × × × 〇 〇 × × × 不採択

発議11 八頭町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

発議12 八頭町議会ハラスメント防止条例の制定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 可決

賛成「○」、反対「×」で記載。議案の採決は、尾島議長を除く13人で行う。

＜陳情の審査＞
件　　　名 提　出　者 結　果 理　　　由

一日も早く選択的夫婦別姓の
導入をするよう政府に求める
陳情

新日本婦人の会 
鳥取県本部 
会長　山内　淳子

不採択
通称が使えることもあり、
国民議論の深まりを見定め
たい。

「物価高騰に見合う年金額引き
上げの意見書提出」について
の陳情書

全日本年金者組合
鳥取県東部
支部長　市谷 尚三

不採択

年金額は、およそ１年遅れ
の反映となるが、賃金や物
価の変動率によって毎年改
定されている。
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八頭町放課後児童クラブ視察レポート
総務教育常任委員会　8/23

　総務教育常任委員会では、八頭町内で開催されている 7つの放課後児童クラブの現地調査を実施し
ました。
　視察した日は、夏休みということもあり、多くの児童が元気いっぱいにレゴブロックや追いかけっ
こなどで過ごしていました。
　未来の八頭町を背負って立つ子どもたちが、放課後児童クラブでたくさんの思い出や八頭町に愛着
が持てるような場所となることが期待されます。

総務教育委員から出た主な意見

　〇�国の基準には適合しているということであったが、どの施設も手狭な感じがしたので、もう少し
ゆとりのある施設を検討した方が良いのではないか。

　〇�体を動かして遊ぶ子どもと落ち着いた環境で自主学習や読書したい子など、空間を分ける工夫も
必要ではないか。

　〇体調が悪くなった児童に対応するスペースも必要ではないか。
　〇�猛暑の中、エアコンのある室内遊びが多くなる中で、多様なプログラムで対応することも必要で

はないか。
　〇指導員の配置状況や研修などの人材育成の状況も調査する必要があるのではないか。

放課後児童クラブとは

　児童福祉法の「放課後児童健全育成事業」として設置されるもので、主に日中保護者が家庭にいな
い小学生の児童に対して、学校の授業終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を
図ろうとするものです。

八頭町放課後児童クラブの概要

　〇郡家西小学校区　２クラブ�（ひまわり児童クラブ１・ひまわり児童クラブ２）
　〇郡家東小学校区　２クラブ�（第１わんぱく児童クラブ・第２わんぱく児童クラブ）
　〇船岡小学校区　　２クラブ�（第１船岡児童クラブ・第２船岡児童クラブ）
　〇八東小学校区　　１クラブ�（八東学童クラブ）
　〇利用対象児童　　小学校１年生～小学校６年生
　〇利用時間　　　　授業のある日　放課後から午後７時　
　　　　　　　　　　土曜日　午前７時から午後７時まで（必要に応じて開所する）
　〇利用料金　　　　4,000 円 / 月　八東のみ おやつ代として 1,000 円 / 月追加
　〇運営委託　　　　シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

元気い
っぱいのこどもたち元気い
っぱいのこどもたち
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120
令和４年度八頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

121 令和４年度八頭町上私都財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

122
令和４年度八頭町市場、覚王寺財産区特別会計歳入歳出

決算の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

123
令和４年度八頭町上津黒、下津黒財産区特別会計歳入歳出

決算の認定
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

124 令和４年度八頭町篠波財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

125 令和４年度八頭町大江財産区特別会計歳入歳出決算の認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 認定

126 令和５年度八頭町一般会計補正予算(第５号） × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 〇 〇 〇 可決

陳情12
一日も早く選択的夫婦別姓の導入をするよう政府に求める

陳情
〇 × × × 〇 × × × 〇 × 〇 × × 不採択

陳情13
「物価高騰に見合う年金額引き上げの意見書提出」について

の陳情書
〇 × × × × × × × 〇 〇 × × × 不採択

発議11 八頭町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

発議12 八頭町議会ハラスメント防止条例の制定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 可決

賛成「○」、反対「×」で記載。議案の採決は、尾島議長を除く13人で行う。

＜陳情の審査＞
件　　　名 提　出　者 結　果 理　　　由

一日も早く選択的夫婦別姓の
導入をするよう政府に求める
陳情

新日本婦人の会 
鳥取県本部 
会長　山内　淳子

不採択
通称が使えることもあり、
国民議論の深まりを見定め
たい。

「物価高騰に見合う年金額引き
上げの意見書提出」について
の陳情書

全日本年金者組合
鳥取県東部
支部長　市谷 尚三

不採択

年金額は、およそ１年遅れ
の反映となるが、賃金や物
価の変動率によって毎年改
定されている。
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八頭町放課後児童クラブ視察レポート
総務教育常任委員会　8/23

　総務教育常任委員会では、八頭町内で開催されている 7つの放課後児童クラブの現地調査を実施し
ました。
　視察した日は、夏休みということもあり、多くの児童が元気いっぱいにレゴブロックや追いかけっ
こなどで過ごしていました。
　未来の八頭町を背負って立つ子どもたちが、放課後児童クラブでたくさんの思い出や八頭町に愛着
が持てるような場所となることが期待されます。

総務教育委員から出た主な意見

　〇�国の基準には適合しているということであったが、どの施設も手狭な感じがしたので、もう少し
ゆとりのある施設を検討した方が良いのではないか。

　〇�体を動かして遊ぶ子どもと落ち着いた環境で自主学習や読書したい子など、空間を分ける工夫も
必要ではないか。

　〇体調が悪くなった児童に対応するスペースも必要ではないか。
　〇�猛暑の中、エアコンのある室内遊びが多くなる中で、多様なプログラムで対応することも必要で

はないか。
　〇指導員の配置状況や研修などの人材育成の状況も調査する必要があるのではないか。

放課後児童クラブとは

　児童福祉法の「放課後児童健全育成事業」として設置されるもので、主に日中保護者が家庭にいな
い小学生の児童に対して、学校の授業終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を
図ろうとするものです。

八頭町放課後児童クラブの概要

　〇郡家西小学校区　２クラブ�（ひまわり児童クラブ１・ひまわり児童クラブ２）
　〇郡家東小学校区　２クラブ�（第１わんぱく児童クラブ・第２わんぱく児童クラブ）
　〇船岡小学校区　　２クラブ�（第１船岡児童クラブ・第２船岡児童クラブ）
　〇八東小学校区　　１クラブ�（八東学童クラブ）
　〇利用対象児童　　小学校１年生～小学校６年生
　〇利用時間　　　　授業のある日　放課後から午後７時　
　　　　　　　　　　土曜日　午前７時から午後７時まで（必要に応じて開所する）
　〇利用料金　　　　4,000 円 / 月　八東のみ おやつ代として 1,000 円 / 月追加
　〇運営委託　　　　シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

元気い
っぱいのこどもたち元気い
っぱいのこどもたち
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議会改革推進調査特別委員会報告議会改革推進調査特別委員会報告

大山町視察
　令和５年８月９日
　大山町議会

※研修内容
　大山町議会の導入までの経緯をきき、導入し
たタブレット端末の概要の説明を受け、実際に
使用されている大山町議員から導入に対しての
聞き取りを行いました。

システム研修
　令和５年８月 29 日
　船岡庁舎２階　第２，３会議室

※研修内容
　（株）ドコモビジネスソリューションズ中国支店
鳥取支店 高橋和さんを講師に、議会活動とし
て必要なシステムを想定し、実際に議員がタブ
レットを操作して、使用感を体験しました。

人権研修、議会運営・議会活動について研修しました

経費削減を目指して、議会タブレット導入について研修しました

　令和５年７月 28日
　船岡庁舎２階　第２，３会議室

人 権 研 修
テーマ�「ヤングケアラー　子どもの人権」
ＤＶＤ視聴「夕焼け」

議 員 研 修
テーマ�「議会運営と議会活動について」
講　師　�早稲田大学マニュフェスト研究所　�
　　　　招聘研究員（前大津市議会局長）
　　　　　　清水克士さん

　議会における委員会制度、一般質問と質疑、
議員報酬、定数、デジタル化、危機管理など、
幅広い内容の講演で、議員からの質疑も多くあ
り、大変有意義な研修になりました。今後の議
会運営等に反映させていきます。

清水克士さん

船岡庁舎２階

大山町議会
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議会広報モニター会議を開催

見て、読んで理解してもらえる議会だよりに

　八頭町議会では議会を身近に感じてもらい、理解を深めていだたくために、
議会広報モニター制度を設けています。令和５年10月26日をもって２年間の
任期が終了するに伴い、８月17日に議会広報モニター会議を開催しました。

　議会広報モニターの皆様、２年間にわたり計８回のアンケートへのご回答、ならびに議会モニター
会議へのご参加誠にありがとうございました。いただいた貴重なご意見は、今後の議会だより作成に
役立てていきたいと思います。

これからの「議会だより」についていただいたご意見を紹介します。（順不同）

・�実際に読めば議会の情報がしっかりと伝わるものになっている。大事なのは
どれだけ読んでもらえるか、やはり若者に興味をもってもらえる工夫が今後
は大切になると思う。

・「99％読まれています」という議会だよりを目指してもらいたい。

・SNSなど活用して様々な形式で発信すべきだと思う。
・�20 代、30代の意見が掲載されていると、それだけでちょっと開いてみよう
かなというきっかけになる。幅広い世代に関心を持ってもらう必要があるの
ではないか。

・�議会だよりは良くなってきていると思う。問題はあまり読まれていなこと。
各地でまちづくり委員会が発足され、地域が活発的になっている。まずは町
行政に興味をもらうことが議会だよりを開くモチベーションに繋がるのでは
ないか。

・�年に一度でもいいので成人式の時などを使って、若い人の本当の意見集めて
掲載してもらいたい。そういった結果を読んでみたい。

・�空いているスペースがあったら議員の紹介を入れることでより身近になって
くると思う。

・�議会の仕組みやルールが分からないから議会だよりの見方が分からないとい
う事がある。議会の仕組みや説明を積極的に入れてほしい。

・若い世代に読んでもらう為にはもっとエンターテイメント性が必要になる。

川村　忠幸 さん

本田　享代 さん

中屋　史男 さん

大野　博志 さん

澤田　和也 さん
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持ち時間
１人 30分の
一本勝負 !!

プラスってって

議会議会 シリーズ ①

定例会ってなに？
　「議員って普段何をしているの？」そのような問いかけをいただくことが
多いです。今回は議会の仕組みや内容を分かりやすくシリーズでお伝えして
いこうと思います。第１回目は、「定例会の日程」についてです。

知知

町執行部

討論・採決
議案説明

質 疑
　説明を受けた議
案の疑問点を詳し
く聞きます。

常任委員会

　まず町長から議案
の説明があります。

　出された議案に意見があれ
ば討論をして、最終的に予算
や条例の可否を判断します。

特別委員会
（予算・決算）
　毎年３月、９月の議会を中
心に特別委員会を実施してい
ます。次年度の予算、前年度
の決算を細かく審査します。

　八頭町は２つの委員会に
分かれて、より詳しく各事業
を調査します。そのため議案
が「付託」されます。

一般質問
　希望する議員が町の行財
政全般の課題に対して思っ
ていることや政策提案など
をしていきます。

傍聴
オススメ

傍聴
オススメ

傍聴
オススメ

用語解説
「付託」：依頼して任せること。

定例会とは
３ヵ月ごとに開かれる
本会議のことです。
他に臨時会もあります。

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

産業福祉
常任委員会

総務教育
常任委員会
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　議員が行政全般にわたり、町長などの執行機関に対し、事務の執行状況や将来に対する方針な
どについて質問したり、報告、説明を求めたりすることをいいます。
　議員1人あたりの質問時間は30分です(執行部側の答弁は時間に含まれません)。
　掲載している内容は、質問者自身が要約し、広報委員会が校正したものです。議事録は、議会
ホームページのほか、議会事務局、各庁舎、図書館でもご覧いただけます。

一般質問とは

質問者 質問事項 頁

奥田のぶよ
郡家駅自由通路

16
２巡目の国体に向けての環境整備

矢部　啓祐 町内の特徴を活かした地域おこしの戦略施策 17

灘口　茂郎 八頭町行政懇談会 18

岡嶋　正広
トスク閉店に伴う買い物難民支援策

19
放置危険家屋

小原　徹也 町長の行政運営に対する考え方 20

前田　幸己 森林整備の重要性 21

山根張太郎 未来に向けた町づくりと新庁舎 22

川西　　聡
マイナンバー制度における「保険証廃止」への撤回あるいは延期の
声を国に要求すること 23
台風７号による被害の対応策

川西美恵子
若桜鉄道の車両更新

24
台風７号の災害復旧

中村　美鈴
図書館の充実

25
災害時の備蓄品

森　亜紀子
情報の公開

26
病児保育

栄田　秀之
令和４年度決算

27ＤＸの推進状況は
デジタル活用の支援は

ここが聞きたい
一  般  質  問

12人が
一般質問
しました。

QR コードを読み込む
と、YouTube 動画で
ご視聴いただけます
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質
問

①
ア
ン
ケ
ー
ト
の
進
捗
状
況
は
。

②
費
用
便
益
比
Ｂ
／
Ｃ
（
ビ
ー
・
バ
イ
・

シ
ー
）
の
調
査
は
。

③
郡
家
駅
北
側
に
公
民
館
、
町
民
ホ
ー

ル
な
ど
の
施
設
建
設
を
考
え
て
は
。

④
今
後
の
展
開
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
調
査
は
令
和
３
年
度
に
規
模
や
施
設

内
容
等
の
設
計
要
件
を
ま
と
め
概
算

事
業
費
の
算
定
な
ど
を
し
た
。
令
和

４
年
度
は
郡
家
駅
周
辺
基
礎
調
査
を
発

注
し
、
検
証
に
必
要
な
資
料
の
整
理
を

行
っ
た
。
今
後
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
、
需
要
予
測
を
行
い
、
事
業
実
施

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

た
だ
、
郡
家
駅
の
排
水
浸
水
対
策
を

優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
は
実
施
時
期
を
再
考
す
る

必
要
が
あ
る
。

②
実
施
し
て
い
な
い
が
、
費
用
対
効
果

は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
考
え
る
。

③
町
内
全
体
で
の
施
設
の
在
り
方
の
検

郡家駅
自由通路

ア
ン
ケ
ー
ト
の

進
捗
状
況
は

町
長
／
排
水
対
策
が
優
先
で
時
期
を

　
　
　

再
考
す
る
必
要
が
あ
る

討
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。

④
駅
北
側
の
浸
水
対
策
を
優
先
し
な
が

ら
、
実
態
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、

駅
前
活
性
化
委
員
会
の
状
況
も
踏
ま

え
、
Ｂ
／
Ｃ
を
は
じ
め
財
源
確
保
の
課

題
な
ど
を
研
究
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

質
問

　

排
水
対
策
後
で
は
、
10
年
先
ぐ
ら
い

か
か
る
が
期
間
の
考
え
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

排
水
は
２
つ
あ
り
、
い
つ
に
な
る
か

は
現
時
点
で
は
控
え
た
い
。

奥田のぶよ 議員

質
問

　

２
０
３
４
年
に
鳥
取
県
で
国
体
が

開
催
予
定
だ
。
本
町
で
は
、
旧
郡
家
町

が
昭
和
60
年
の
わ
か
と
り
国
体
で
ホ
ッ

ケ
ー
競
技
を
担
当
し
た
経
緯
が
あ
る
。

　

県
と
の
協
議
は
ま
だ
で
10
年
先
と
し

て
も
、
本
町
が
担
当
と
な
れ
ば
八
頭
高

等
学
校
の
コ
ー
ト
と
も
う
一
つ
の
競
技

場
は
必
要
だ
と
考
え
る
が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

県
は
、
こ
れ
か
ら
３
年
間
の
う
ち
に
、

各
市
町
村
で
の
各
競
技
会
場
を
決
定
し

た
い
と
の
意
向
だ
。
今
後
は
、
県
と
町

民
の
意
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
協
議
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
。

質
問

　

町
長
の
最
初
の
１
期
目
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
キ
ャ
ン
プ
地
誘
致
の
こ

と
も
あ
り
「
ホ
ッ
ケ
ー
の
町
八
頭
町
」

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
公
の
場

で
言
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
思
う
。
町
長

の
思
い
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

60
年
国
体
の
会
場
で
、
県
下
で
残
っ

て
い
る
競
技
は
ホ
ッ
ケ
ー
だ
け
で
は
な

い
か
と
思
う
。
国
体
を
契
機
に
、
ホ
ッ

ケ
ー
は
町
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
競
技

だ
。

質
問

　

11
年
先
に
な
る
国
体
で
、
人
工
芝
の

ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
に
つ
い
て
場
所
等
も

考
え
て
み
て
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

場
所
、
費
用
や
地
域
の
人
の
思
い
、

慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

質
問

　

県
か
ら
、
国
体
の
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
の

依
頼
が
あ
っ
た
ら
受
け
る
の
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

経
過
を
大
事
に
し
、
ホ
ッ
ケ
ー
競
技

の
国
体
会
場
は
受
け
た
い
と
思
う
。　

２巡目の
国体

ホ
ッ
ケ
ー
競
技
の
依
頼
が

あ
っ
た
ら
受
け
る
の
か

町
長
／
国
体
会
場
は
受
け
た
い
と
思
う

JR郡家駅構内
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質
問

　

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
で
特
に
買

物
環
境
、
医
療
体
制
の
充
実
が
課
題
で

あ
り
、
他
に
も
様
々
な
業
種
、
現
場
で

後
継
者
不
足
で
あ
る
。
今
後
は
、
行
政

だ
け
で
は
な
く
、
町
内
の
各
種
団
体
と

一
緒
に
な
り
、
本
町
活
性
化
に
取
り
組

む
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
る
。

　

本
町
の
特
徴
の
一
つ
に
「
町
内
に
県

立
高
校
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
県
で
は
今
年
度
「
地
域
に
根

差
し
た
魅
力
あ
る
高
校
づ
く
り
推
進
事

業
」
が
事
業
化
さ
れ
、
各
町
村
が
町
を

あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

①
町
内
の
県
立
高
校
の
存
在
を
活
か
し

た
地
域
お
こ
し
の
考
え
は
。

　

県
の
教
育
委
員
会
が
「
令
和
新
時
代

の
県
立
高
校
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本

方
針
」
の
素
案
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
か

ら
中
山
間
地
域
の
学
校
の
整
理
と
再

編
、
新
し
い
学
校
づ
く
り
を
検
討
と
あ

り
、
項
目
の
中
に
は
「
地
元
自
治
体
と

協
力
し
た
学
生
寮
整
備
」
な
ど
が
あ
る
。

②
今
後
、
中
山
間
地
域
の
高
校
再
編
が

検
討
さ
れ
る
中
、
本
町
は
ど
の
よ
う
な

協
力
体
制
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い

る
の
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
現
在
も
高
校
生
に
地
域
を
盛
り
上
げ

る
様
々
な
活
動
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て

い
る
。「
あ
め
つ
ち
」の
お
も
て
な
し
や
、

書
道
部
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
本
町
の

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
部
活
動
サ
ポ
ー

ト
や
、
大
山
乳
業
と
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
の

新
商
品
開
発
な
ど
の
連
携
を
図
っ
て
い

る
。
地
域
が
元
気
に
な
る
取
組
を
今
後

も
推
進
し
て
い
き
た
い
。

②
県
外
優
秀
ア
ス
リ
ー
ト
受
入
支
援
事

業
、
下
宿
費
の
補
助
、
寮
の
運
営
費
の

補
助
は
継
続
し
た
い
。
今
後
の
寮
整
備

と
な
る
と
県
と
協
議
し
な
が
ら
対
応
し

て
い
き
、
本
町
と
し
て
も
「
出
来
る
」

協
力
や
支
援
は
し
て
い
き
た
い
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

②
県
外
生
徒
の
受
け
入
れ
は
、
高
校
の

同
窓
会
が
学
生
寮
の
運
営
を
し
、
経
費

に
つ
い
て
は
県
と
町
で
支
援
を
し
て
い

る
。
受
入
支
援
事
業
と
し
て
、
下
宿
先

の
調
整
や
生
活
費
の
支
援
を
県
と
共
同

で
行
っ
て
い
る
。

　

地
元
自
治
体
と
の
協
力
が
施
設
整
備

と
寮
の
運
営
協
力
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
県
と
協
議
し
て
慎
重
に
判
断
し
て

い
き
た
い
。
地
域
に
高
校
が
あ
る
と
い

う
だ
け
で
も
「
地
域
の
活
力
」
に
つ
な

が
る
。
本
町
と
し
て
も
「
出
来
る
」
協

力
は
し
て
い
き
た
い
。

質
問

　

若
い
世
代
の
活
躍
が
町
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
。

　

地
元
の
高
校
は
コ
ー
ス
制
が
あ
り
、

探
求
、
看
護
医
療
、
体
育
コ
ー
ス
が
あ

る
。
そ
の
特
徴
を
活
か
し
た
医
療
・
看

護
・
介
護
の
現
場
と
の
連
携
、
ス
ポ
ー

ツ
を
通
し
た
町
の
宣
伝
、
盛
り
上
が
り

等
の
取
組
を
高
校
と
協
議
す
る
場
面
は

な
い
の
か
。
な
い
の
で
あ
れ
ば
今
後
実

施
し
て
み
て
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

郡
家
駅
前
活
性
化
検
討
委
員
会
で
も

高
校
生
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

が
俎
上
に
上
が
っ
て
い
る
。
高
校
の
学

校
評
議
委
員
会
が
あ
り
、
教
育
長
が
評

議
員
な
の
で
、
連
携
に
つ
い
て
話
を
し

て
い
き
た
い
。
魅
力
あ
る
人
材
が
育
て

ば
、
学
校
や
地
域
に
人
が
集
ま
る
と
考

え
る
。

質
問

　

地
域
に
若
い
人
が
増
え
る
こ
と
は
地

域
振
興
に
つ
な
が
る
。
現
状
に
プ
ラ
ス

し
て
更
に
ま
と
ま
っ
た
学
生
寮
の
整
備

が
地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
に
な
る
は
ず

だ
。
全
国
事
例
で
は
財
源
に
過
疎
債
や

地
方
創
生
交
付
金
を
利
用
し
て
い
る

が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

改
め
て
県
と
話
を
し
て
い
き
た
い
。

地元の県立高校

地域活性化

起
爆
剤
に
県
外
生
徒
の

ま
と
ま
っ
た
寮
を
整
備
し
て
は

町
長
／
改
め
て
県
と
話
を
し
た
い

矢部　啓祐 議員
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質
問

　

７
月
に
町
内
14
会
場
で
行
政
懇
談
会

が
開
催
さ
れ
た
。
町
長
は
町
民
の
声
を

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
今
後
ど
の
よ

う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。
意
見
交

換
の
テ
ー
マ
で
所
見
を
伺
う
。

　

本
庁
舎
整
備
方
針
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

公
共
施
設
等
調
査
特
別
委
員
会
で
、

「
現
在
の
鳥
取
県
八
頭
事
務
所
の
位
置

を
候
補
地
の
一
つ
と
し
て
検
討
を
進
め

る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
意
見
を
伺
っ
た
。

庁
舎
を
建
設
す
る
と
き
は
、
合
同
庁
舎

な
の
か
、
別
々
に
建
て
る
の
か
と
い
っ

た
意
見
や
、
複
合
施
設
を
設
置
し
て
は

ど
う
か
、
敷
地
内
や
近
く
に
、
や
ず
バ

ス
の
停
留
所
を
設
け
て
は
ど
う
か
等
の

意
見
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
意
見
を
真

摯
に
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
特
別
委

員
会
と
も
改
め
て
協
議
を
し
、
実
現
に

向
け
て
、
県
へ
正
式
に
申
し
入
れ
た
い
。

質
問

　

買
い
物
環
境
確
保
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

出
席
の
方
か
ら
は
「
地
域
差
が
か
な

り
あ
り
、
ト
ス
ク
閉
店
に
よ
り
、
車
を

運
転
し
な
い
方
、
本
当
に
困
ら
れ
る
方

に
支
援
の
手
が
届
く
よ
う
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
」「
事
業
継
承
交
渉
決
裂
の
話

も
出
た
よ
う
だ
が
、
町
も
積
極
的
に
関

与
し
て
欲
し
い
」
な
ど
、
様
々
な
意
見

を
い
た
だ
い
た
。
事
業
継
承
に
つ
い
て

は
、
Ｊ
Ａ
い
な
ば
と
民
間
事
業
者
と
の

交
渉
な
の
で
、
町
が
積
極
的
に
前
に
出

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
県
を
通
じ
て

情
報
共
有
や
町
の
思
い
を
伝
え
る
な
ど

し
て
き
た
。

　

７
月
末
の
ト
ス
ク
ふ
な
お
か
店
の
閉

店
後
は
、
移
動
ス
ー
パ
ー
と
く
し
ま
る

に
毎
週
土
曜
日
、
八
頭
町
商
工
会
館
前

で
営
業
し
て
い
た
だ
き
、
８
月
中
は
火

曜
日
と
木
曜
日
、
午
前
10
時
と
午
後
４

時
に
、
ト
ス
ク
ふ
な
お
か
店
か
ら
郡
家

の
ス
ー
パ
ー
ま
で
送
迎
を
行
い
、「
大

変
助
か
る
」
と
の
声
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

や
ず
バ
ス
大
江
線
の
利
用
や
見
槻
線
に

つ
い
て
は
、
買
い
物
対
応
に
向
け
た
環

境
整
備
を
整
え
る
よ
う
調
整
し
た
い
。

質
問

　

避
難
所
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

行
政
懇
談
会
で
は
集
落
の
役
員
の
方

に
集
落
公
民
館
等
を
一
時
避
難
所
と
し

て
開
設
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
を

し
た
。
先
般
の
台
風
７
号
の
際
に
は
、

福
地
集
落
が
、
集
落
公
民
館
に
一
時
避

難
所
を
開
設
さ
れ
、
５
世
帯
９
人
の
方

が
避
難
さ
れ
て
い
た
。
一
時
避
難
所
の

必
要
性
を
改
め
て
感
じ
た
と
こ
ろ
だ
。

質
問

　

先
般
の
台
風
７
号
で
、
鳥
取
市
で
は

断
水
が
続
い
た
集
落
が
あ
っ
た
。
こ
う

い
っ
た
時
の
た
め
に
、
避
難
所
に
停
電

し
て
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
、
手
押
し

ポ
ン
プ
の
付
い
た
防
災
井
戸
を
設
置
し

て
み
て
は
と
考
え
る
が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

断
水
に
な
っ
て
も
他
の
と
こ
ろ
か
ら

水
を
回
せ
る
形
で
上
下
水
道
は
対
応
し

て
い
る
。
飲
み
水
と
な
る
と
水
質
検
査

も
必
要
に
な
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
様

子
を
見
た
い
。

質
問

　

地
域
か
ら
の
課
題
提
案
に
つ
い
て
は

今
後
の
医
療
体
制
不
安
の
声
が
あ
っ

た
。

　

私
は
３
月
定
例
会
に
お
い
て
、
将
来

的
な
医
療
確
保
の
た
め
、
医
療
機
関
を

誘
致
す
る
助
成
制
度
を
設
け
て
み
て
は

と
提
案
し
、
町
長
は
、「
医
療
の
確
保
は

非
常
に
大
事
な
話
だ
と
思
っ
て
い
る
の

で
支
援
し
た
い
」
と
答
弁
さ
れ
た
。
そ

の
後
の
現
状
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

北
栄
町
が
基
金
の
積
立
て
を
し
て
い

る
。
私
は
、
令
和
６
年
４
月
を
目
途
に

と
思
っ
て
い
る
の
で
、
令
和
５
年
度
中

の
議
会
に
基
金
条
例
を
上
程
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
県
の
支
援
も
併

せ
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
、
他
の
市
町
と
連
携
が
取
れ

れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

行政懇談会

将
来
的
な
医
療
確
保
の

た
め
の
助
成
制
度
は

町
長
／
令
和
５
年
度
中
に

　
　
　

基
金
条
例
を
上
程
し
た
い

灘口　茂郎 議員

災害に強い防災井戸
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質
問

①
ふ
な
お
か
店
、
丹
比
店
で
買
い
物
を

し
て
い
た
方
へ
の
今
後
の
支
援
策
は
。

②
ふ
な
お
か
店
、
丹
比
店
そ
れ
ぞ
れ
建

物
・
土
地
を
所
有
者
と
協
議
の
上
、
町

有
化
し
買
い
物
の
手
段
、
方
法
を
考
え

る
べ
き
で
は
。

③
因
幡
船
岡
、
丹
比
両
駅
の
一
部
又
は

周
辺
の
町
有
建
物
を
店
舗
と
し
て
公
設

民
営
化
方
式
で
営
業
運
営
し
て
い
た
だ

く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

④
や
ず
バ
ス
を
買
い
物
バ
ス
と
し
て
利

用
で
き
る
よ
う
ル
ー
ト
を
考
え
直
す
こ

と
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
ふ
な
お
か
店
で
は
８
月
中
週
２
回
車

で
送
迎
を
行
な
っ
た
。
９
月
以
降
は
火

曜
日
午
前
中
週
１
回
計
画
し
て
い
る
。

　

丹
比
店
に
つ
い
て
は
ふ
な
お
か
店
閉

店
後
と
同
様
の
対
応
を
考
え
て
い
る
。

②
各
店
舗
毎
に
条
件
が
異
な
る
の
で
、

一
律
の
話
に
は
な
ら
な
い
。
今
後
の
店

舗
の
継
続
と
い
う
観
点
も
含
め
て
の
話

トスク閉店

買
い
物
を
し
て
い
た
方
へ

の
今
後
の
支
援
策
は

町
長
／
週
１
回
車
で
送
迎

だ
と
、
難
し
い
と
考
え
る
。

③
若
桜
鉄
道
は
駅
舎
を
含
め
登
録
文
化

財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
店
舗
に
向

い
た
造
作
は
難
し
い
。

④
大
江
線
や
見
槻
線
に
つ
い
て
も
買
い

物
環
境
整
備
の
調
整
を
行
な
い
た
い
。 岡嶋　正広 議員

質
問

①
空
き
家
判
定
委
員
会
で
危
険
家
屋
と

判
定
す
る
方
法
・
根
拠
は
。

②
集
落
で
撤
去
要
望
が
あ
れ
ば
、
町
は

ど
う
対
処
す
る
の
か
。

③
放
置
危
険
家
屋
前
の
通
学
路
に
、

フ
ェ
ン
ス
等
の
設
置
は
考
え
ら
れ
な
い

か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
条
例
施
行
規
則
で
定
め
る
判
定
委
員

会
委
員
が
現
地
で
目
視
確
認
、
周
辺
へ

の
影
響
を
考
慮
し
評
点
方
式
で
判
定
す

る
。

②
所
有
者
に
通
知
し
対
処
を
促
す
。
所

有
者
不
明
の
場
合
財
産
管
理
人
の
選
任

を
裁
判
所
へ
申
し
立
て
、
適
切
な
管
理

の
要
求
や
訴
訟
を
行
な
う
事
が
可
能
。

管
理
人
の
選
任
に
つ
い
て
は
手
続
方
法

の
案
内
を
し
て
い
る
。

③
本
町
道
は
狭
い
。
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設

置
す
る
と
ま
す
ま
す
狭
く
な
る
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

③
保
護
者
か
ら
も
要
望
が
あ
る
。
迂
回

路
の
利
用
を
指
導
し
て
い
る
。

※
そ
の
他
の
質
問

　

コ
ウ
ノ
ト
リ
の
保
護
・
繁
殖
活
動
の

サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

放置危険
家屋

集
落
で
撤
去
要
望
が
あ
れ
ば

ど
う
対
処
す
る
の
か

町
長
／
所
有
者
に
通
知
し
対
処
を
促
す

車２台で送迎（トスクふなおか店駐車場）

危険だと思われる建物

1819 八頭町議会だより　第75号 令和5年11月



質
問

過
去
質
問
と
経
緯
を
示
し
て
問
う
。

①
６
年
前
、
船
岡
地
域
の
買
い
物
環
境

に
つ
い
て
、
具
体
的
事
案
を
示
し
質
問

し
た
が
理
解
と
認
識
は
。

②
生
鮮
野
菜
・
鮮
魚
・
精
肉
な
ど
、
ス
ー

パ
ー
の
販
売
商
品
を
有
し
た
コ
ン
ビ
ニ

の
提
案
を
し
た
が
、
町
長
は
Ｊ
Ａ
に
対

し
配
慮
し
た
発
言
を
し
て
い
る
。

　

住
民
の
生
活
よ
り
、
何
を
優
先
し
た

の
か
。

③
ト
ス
ク
閉
店
が
公
に
な
り
、
事
態
に

ま
つ
わ
る
一
連
の
対
応
は
、「
Ｊ
Ａ
の
総

代
会
で
決
定
ま
で
対
応
で
き
な
い
」
と

答
弁
し
た
。

　

事
態
は
、「
住
民
の
生
活
に
関
わ
る
一

大
事
」
で
何
を
し
た
の
か
。

④
私
の
知
り
得
る
情
報
を
度
々
伝
え
、

コ
ン
ビ
ニ
運
営
事
業
者
と
町
長
と
の
面

談
も
行
っ
た
。

　

聞
き
た
い
の
は
、
ど
の
段
階
で
ど
の

よ
う
に
認
識
し
判
断
し
た
の
か
。

⑤
町
内
に
、
本
店
が
あ
る
企
業
や
小
売

店
は
、
法
人
住
民
税
は
八
頭
町
に
納
税

さ
れ
る
。
鳥
取
市
内
の
店
舗
で
の
売
り

上
げ
が
な
け
れ
ば
、
運
営
と
雇
用
が
で

き
な
い
と
の
声
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
町
長
の
立
場
で
あ
る
な
ら
、
住
民

に
対
し
て
向
き
合
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

　

町
長
の
立
場
と
は
、
起
き
る
事
態
を

想
定
し
て
、
次
の
手
は
こ
う
だ
、
と
考

え
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

答
弁　

吉
田
町
長

①
島
根
県
鹿
島
町
に
公
設
民
営
で
整
備

さ
れ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
Ａ
コ
ー
プ

こ
う
ぶ
店
へ
職
員
を
派
遣
し
た
。

②
民
業
圧
迫
に
つ
な
が
る
と
は
、
ト
ス

ク
が
存
在
し
て
い
る
と
き
の
判
断
。
決

し
て
住
民
生
活
を
優
先
し
て
い
な
い

こ
と
で
は
な
い
の
で
理
解
い
た
だ
き
た

い
。

③
地
元
団
体
に
ト
ス
ク
跡
地
の
利
活
用

を
打
診
し
検
討
し
た
。
現
在
、
車
に
乗

れ
な
い
方
、
徒
歩
で
ト
ス
ク
を
利
用
さ

れ
て
い
た
方
へ
の
対
応
を
中
心
に
行
っ

て
い
る
。

④
地
元
組
織
か
ら
の
要
望
も
あ
り
、
地

域
を
巻
き
込
ん
だ
地
元
の
野
菜
販
売
や

コ
ン
ビ
ニ
・
交
流
施
設
・
イ
ー
ト
イ
ン

ス
ペ
ー
ス
等
を
有
し
た
よ
う
な
複
合
施

設
は
協
議
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

⑤
人
口
減
少
が
進
む
中
、
買
い
物
だ
け

で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
あ
る
。

決
し
て
住
民
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
と

は
思
わ
な
い
。
一
つ
一
つ
で
き
る
こ
と

か
ら
対
応
し
て
い
く
。　

トスク閉店

閉
店
に
至
る
ま
で
の

町
長
の
判
断
と
認
識
は

町
長
／�

地
域
の
地
元
団
体
に

　
　
　

店
跡
地
の
利
活
用
を
打
診
し
た

小原　徹也 議員

閉店したトスクふなおか店
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質
問

　

令
和
２
年
に
八
頭
町
森
林
・
林
業
ビ

ジ
ョ
ン
が
策
定
さ
れ
３
年
が
経
過
し

た
。
先
般
の
台
風
７
号
で
大
変
な
被
害

が
出
た
地
域
が
あ
る
が
、
森
林
の
維
持

管
理
の
必
要
性
と
し
て
、
今
回
の
よ
う

な
自
然
災
害
防
止
に
対
す
る
備
え
の
役

割
が
あ
る
。
近
年
の
異
常
気
象
の
原
因

と
し
て
は
地
球
温
暖
化
が
一
因
と
言
わ

れ
て
お
り
、
対
策
と
し
て
二
酸
化
炭
素

を
固
定
で
き
る
木
材
利
用
の
運
動
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
国
連
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
、
２
０
１
５
年
に
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

①
八
頭
町
森
林
・
林
業
ビ
ジ
ョ
ン
の
町

民
に
対
す
る
啓
発
は
。         

②
八
頭
町
森
林
・
林
業
ビ
ジ
ョ
ン
の
最

終
年
は
令
和
11
年
と
な
っ
て
い
る
が
、

進
捗
管
理
、
数
値
目
標
の
設
定
は
。

③
台
風
７
号
の
林
業
関
係
の
被
害
内
容

は
。

④
地
域
材
の
活
用
促
進
の
具
体
的
な
取

り
組
み
は
。

⑤
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
教
育
の
場
の
現
状
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
策
定
し
た
際
に
ビ
ジ
ョ
ン
の
概
要
版

を
全
戸
配
布
し
、
広
報
や
ず
で
は
、「
八

頭
の
森
」
の
記
事
を
連
載
し
、
森
林
・

林
業
に
関
す
る
広
報
を
行
っ
た
。

②
令
和
７
年
度
に
５
年
間
の
現
状
分
析

を
行
い
、
方
針
・
取
組
内
容
の
見
直
し

を
行
う
予
定
だ
。

③
台
風
７
号
は
私
都
地
区
を
中
心
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
林
業
関
係

で
は
、
町
管
林
道
で
大
小
合
わ
せ
て
19

路
線
の
被
害
が
あ
っ
た
。
森
林
組
合
が

管
理
し
て
い
る
林
業
専
用
道
、
作
業
道

に
つ
い
て
は
、
森
林
組
合
で
早
期
に
復

旧
に
向
け
尽
力
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

だ
。

④
公
共
木
造
建
築
物
の
改
修
等
は
、
可

能
な
限
り
県
産
材
を
使
用
す
る
こ
と
と

し
、
財
源
に
は
環
境
譲
与
税
を
活
用
し

て
い
る
。
現
在
、
鳥
取
県
森
林
組
合
連

合
会
で
、
出
荷
か
ら
販
売
ま
で
一
元
管

理
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
さ
れ
て

お
り
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
の
運
用
予

定
だ
。
完
成
す
れ
ば
、
木
材
が
ど
こ
の

山
か
ら
搬
出
さ
れ
、
製
材
さ
れ
た
か
の

判
別
が
容
易
に
な
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム

を
活
用
し
な
が
ら
八
頭
町
産
の
木
材
を

使
用
し
た
住
宅
等
建
築
に
対
し
て
部
材

購
入
費
の
助
成
等
を
検
討
し
た
い
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

⑤
現
在
の
教
科
書
に
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の

マ
ー
ク
が
至
る
所
に
記
載
さ
れ
て
お

り
、
児
童
生
徒
は
お
の
ず
と
意
識
し
な

が
ら
学
習
し
て
い
る
。
森
林
に
関
す
る

内
容
は
、
主
に
高
学
年
の
社
会
の
教
科

書
に
掲
載
を
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
以

外
に
も
八
頭
中
央
森
林
組
合
が
小
学
生

向
け
の
森
林
学
習
を
提
案
し
て
い
る
。

ま
た
、
八
頭
中
学
校
の
生
徒
が
職
場
体

験
と
し
て
、
八
頭
中
央
森
林
組
合
で
活

動
し
た
。

質
問

　

森
林
を
活
用
し
た
教
育
、
樹
木
に
対

す
る
知
識
が
非
常
に
不
足
し
て
い
る
と

感
じ
る
が
、
近
く
に
あ
る
県
の
林
業
試

験
場
等
を
活
用
す
る
よ
う
検
討
で
き
な

い
か
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

　

河
原
の
林
業
試
験
場
の
活
用
は
可
能

だ
と
思
う
。

質
問

　

我
々
の
日
常
生
活
は
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
、
山
と
の
関
係
が
希
薄
に

な
っ
て
い
る
と
思
う
。
山
は
水
を
蓄
え

て
緑
を
供
給
す
る
な
ど
、
生
活
に
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
。
恵
み
を
受
け
る
だ

け
で
な
く
、
山
を
守
る
行
動
が
必
要
と

考
え
る
が
、
森
林
は
大
半
が
個
人
財
産

の
た
め
、
山
を
守
る
た
め
に
は
町
民
全

体
の
財
産
と
い
う
合
意
形
成
が
必
要
と

考
え
る
が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

山
の
財
産
の
低
迷
と
い
う
話
が
あ
っ

た
が
、
山
の
管
理
の
意
識
の
向
上
は
非

常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。
ぜ
ひ
、

町
民
の
皆
様
と
一
緒
に
な
っ
て
取
組
を

進
め
た
い
。

鳥取県林業試験場

森林整備の
重要性

山
を
守
る
行
動
が

必
要
と
考
え
る
が

町
長
／
山
の
管
理
意
識
の

向
上
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ

前田　幸己 議員
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質
問

　

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
明
る
く
豊
か

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
は

町
民
共
通
の
願
い
だ
と
思
う
。

　

わ
が
町
の
ま
ち
づ
く
り
は
町
長
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
検
討
中
の
庁
舎
案
で
は

行
政
機
能
と
防
災
機
能
を
備
え
た
庁
舎

で
県
の
八
頭
総
合
事
務
所
と
の
複
合
施

設
で
あ
り
、
他
の
施
設
は
別
途
考
え
る
。

多
様
な
町
民
の
願
い
を
叶
え
ら
れ
る
場

所
と
施
設
に
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
。

①
新
庁
舎
建
設
は
ま
ち
づ
く
り
と
密
接

な
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。
防
災
機

能
を
備
え
る
以
外
に
何
が
あ
る
か
。

②
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
構
想
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
イ
シ
テ
ィ
構
想
の
中
に
庁
舎
も
あ
る

と
い
う
ま
ち
づ
く
り
の
位
置
づ
け
が
必

要
と
考
え
る
が
。

③
過
去
に
は
Ｊ
Ｒ
郡
家
駅
の
上
に
庁
舎

を
建
設
な
ど
の
検
討
が
な
さ
れ
た
経
緯

が
あ
り
、
再
検
討
の
価
値
が
あ
る
と
考

え
る
が
。

④
町
民
各
層
の
協
力
を
得
て
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開
催
し
意
見
要
望
な

ど
を
調
査
し
て
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
新
庁
舎
の
建
設
は
ま
ち
づ
く
り
に
密

接
な
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

行
政
機
能
と
し
て
窓
口
機
能
、
執
務

室
や
会
議
室
は
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、

授
乳
室
や
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
な
ど
子
供

連
れ
方
が
利
用
し
や
す
い
機
能
、
移
動

や
利
用
を
配
慮
し
た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
が
配
慮
さ
れ
た
機
能
、
展
示
や

イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
利
用
で
き
、
町
民
の

交
流
を
図
る
た
め
の
多
目
的
ス
ペ
ー
ス

の
機
能
等
が
あ
る
。

　

新
庁
舎
の
位
置
が
八
頭
総
合
事
務
所

の
位
置
で
進
め
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
鳥
取
県
と
協
議
を
行
う
中
で
取

り
組
め
る
機
能
は
考
え
る
。

②
現
在
、
八
頭
町
で
は
ス
マ
ー
ト
シ

テ
ィ
構
想
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
は
策

定
し
て
い
な
い
。

　

ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、
庁
舎
は
町

民
の
様
々
な
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
役
割
と
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
行
政

活
動
の
拠
点
で
あ
り
、
職
員
の
執
務
す

る
場
所
と
し
て
の
役
割
、
災
害
時
に
災

害
拠
点
と
し
て
町
民
の
安
全
を
守
る
役

割
が
重
要
と
考
え
る
。

③
こ
れ
ま
で
三
度
に
わ
た
り
庁
舎
等
検

討
委
員
会
の
中
で
、
町
民
の
代
表
の

方
々
か
ら
ご
意
見
を
伺
い
そ
の
都
度
方

向
性
を
出
し
な
が
ら
対
応
し
た
。

　

平
成
23
年
に
議
会
で
設
置
さ
れ
た
庁

舎
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
で

「
郡
家
駅
に
庁
舎
を
併
設
と
い
う
検
討

が
議
論
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
」
が
コ
ス

ト
面
か
ら
検
討
除
外
と
な
っ
た
。

④
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
町
民
の
ご
意

見
や
要
望
を
お
伺
い
す
る
こ
と
は
大
切

と
考
え
る
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
様
々
な
や

り
方
が
あ
る
と
思
う
が
庁
舎
建
設
に
関

し
て
は
、
今
後
建
設
の
基
本
計
画
等
に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
基
本

と
し
て
意
見
を
頂
戴
し
た
い
。

JR郡家駅

八頭総合事務所

まちづくり
と新庁舎

未
来
に
向
け
た

ま
ち
づ
く
り
と
新
庁
舎
は

町
長
／
建
設
は
ま
ち
づ
く
り
と

　
　
　

密
接
に
関
り
が
あ
る

山根 張太郎 議員
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質
問

　

共
同
通
信
が
全
国
の
市
町
村
を
対
象

に
実
施
し
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
が
８
月
２
日
と

12
日
に
日
本
海
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。

　

内
容
は
、
２
日
付
で
は
「
現
行
の
健

康
保
険
証
を
来
年
10
月
に
廃
止
す
る
政

府
の
方
針
に
対
し
て
、
４
割
超
の
全
国

市
町
村
の
回
答
が
延
期
を
求
め
て
い

る
」
と
判
明
、
12
日
付
で
は
「
９
割
超

が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
事

務
負
担
が
重
た
い
と
感
じ
て
い
る
と
の

回
答
が
あ
っ
た
」
と
分
か
っ
た
。

①
保
険
証
の
廃
止
と
カ
ー
ド
普
及
に
関

す
る
事
務
負
担
問
題
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
対
す
る
回
答
内
容
は
。

②
保
険
証
廃
止
は
、
少
な
く
と
も
「
国

民
の
不
安
が
払
拭
さ
れ
る
ま
で
は
延
期
す

る
」
よ
う
に
、
町
村
会
で
意
見
を
ま
と
め

国
へ
意
見
を
上
げ
て
は
ど
う
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
前
者
は
「
利
用
者
が
安
心
し
て
デ
ジ

タ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
出
来
る
よ
う
に
時

マイナンバー
制度

保
険
証
廃
止
の
延
期
の

声
を
国
へ
上
げ
て
は

町
長
／
町
村
会
で
意
見
・
要
望
が

　
　
　

あ
れ
ば
検
討
す
る

間
を
か
け
、
シ
ス
テ
ム
整
備
を
実
施
し
た

上
で
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
」
後
者
は

「
交
付
申
請
等
で
事
務
量
が
か
な
り
拡
大

し
た
」
と
回
答
し
た
。

②
県
の
町
村
会
は
、
例
年
に
国
の
施
策

等
に
関
す
る
提
案
や
要
望
と
し
て
、
各

町
村
か
ら
の
要
望
の
取
り
ま
と
め
を
行

い
、
全
国
町
村
会
を
通
じ
て
国
に
要
望

を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
質
問
の
よ

う
な
意
見
や
要
望
が
あ
れ
ば
検
討
し
対

応
し
た
い
。

質
問

　

カ
ー
ド
と
保
険
証
の
一
体
化
は
政
府

に
近
い
産
経
新
聞
で
も
社
説
で
延
期
を

求
め
、
閣
僚
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ

て
い
る
。
こ
の
問
題
で
の
疑
念
な
り
払

拭
し
難
い
町
長
の
認
識
を
問
う
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
総
点
検
の
中
に

あ
っ
た
保
険
者
名
や
被
保
険
者
の
記

号
・
診
療
関
係
で
の
医
療
機
関
の
処
方

薬
・
医
療
費
等
が
懸
念
材
料
で
あ
る
。 川西　聡 議員

質
問

台
風
７
号
の
豪
雨
は
本
町
に
も
大
き
な

傷
跡
を
残
し
た
。

①
私
都
川
周
辺
で
護
岸
・
河
川
道
・
橋

等
が
各
所
で
崩
落
し
た
。
早
期
復
旧
や

被
害
へ
の
支
援
が
大
切
だ
と
思
う
が
。

②
福
地
で
は
、
裏
山
か
ら
大
量
の
雨
水
が

流
出
し
水
路
整
備
が
不
十
分
で
家
屋
や

敷
地
内
に
浸
水
し
た
。
対
策
は
。

　

あ
る
農
地
で
は
私
都
川
護
岸
と
一
緒
に

抉
ら
れ
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
護
岸
整
備
と

一
体
で
復
旧
が
求
め
ら
れ
る
が
。

③
麻
生
で
は
、
麻
生
橋
下
の
護
岸
が
崩
落

し
た
。
復
旧
対
応
は
。

④
落
岩
で
は
、
河
川
護
岸
が
崩
落
し
床

下
浸
水
の
家
屋
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
民

館
は
河
川
付
近
に
あ
る
。
安
全
な
場
所
へ

移
転
す
る
支
援
が
必
要
で
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
現
在
、
国
の
災
害
復
旧
の
査
定
準
備

を
進
め
て
お
り
、
早
期
復
旧
に
向
け
努

力
し
て
い
る
。
事
業
費
が
40
万
以
下
の
国

庫
補
助
の
対
象
に
な
ら
な
い
災
害
は
、
農

地
・
農
業
用
施
設
等
災
害
復
旧
補
助
金

（
補
助
率
10
分
の
９
）
を
活
用
し
て
貰
っ

て
い
る
。

②
言
わ
れ
る
と
お
り
、
あ
の
ま
ま
で
は
危

険
だ
。
原
因
を
検
証
し
、
県
へ
の
要
望
も

含
め
何
が
出
来
る
の
か
検
討
す
る
。

　

護
岸
は
県
、
農
地
は
町
の
復
旧
事
業

だ
。
県
と
協
議
し
復
旧
に
努
め
る
。

③
現
在
、
応
急
工
事
を
行
っ
て
い
る
。

④
上
水
道
は
復
旧
、
下
水
道
管
は
仮
復

旧
が
完
了
し
た
。
公
民
館
等
の
設
置
は
集

落
の
判
断
で
行
わ
れ
る
。
集
落
か
ら
相
談

が
あ
れ
ば
、
本
町
は
集
落
と
協
議
し
な
が

ら
今
後
の
対
応
を
考
え
る
。

※
そ
の
他
の
質
問

●
竹
林
公
園
の
案
内
看
板
の
整
備
ほ
か

台風７号に
よる被害

被
害
各
所
へ
の
対
応
策
は

町
長
／
早
期
の
復
旧
に
向
け
努
力
し
て
い
る

災害ボランティア（落岩）
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質
問

　

若
桜
鉄
道
の
車
両
更
新
の
計
画
に
つ

い
て
尋
ね
る
。

①
年
次
計
画
で
は
、
来
年
度
か
ら
一
年

ご
と
に
4
両
の
発
注
の
計
画
だ
。
予
定

ど
お
り
発
注
す
る
の
か
。

②
全
国
的
に
は
バ
ス
に
切
り
替
え
る
路

線
も
あ
る
中
で
、
鉄
道
の
車
両
更
新
で

い
く
の
か
。

③
機
能
・
デ
ザ
イ
ン
は
、
通
常
車
両
か
、

観
光
車
両
と
す
る
の
か
。
誰
が
ど
の
よ

う
に
決
定
す
る
の
か
。

④
４
車
両
を
更
新
す
る
場
合
の
金
額
と

財
源
は
ど
う
考
え
る
の
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
若
桜
鉄
道
の
車
両
は
、
36
年
が
経
過

し
さ
び
な
ど
の
劣
化
に
よ
る
破
損
が
激

し
く
、
更
新
は
喫
緊
の
課
題
だ
。

　

費
用
が
多
額
と
な
る
た
め
、
ど
の
タ

イ
ミ
ン
グ
が
ベ
ス
ト
な
の
か
協
議
を
し

た
い
。

②
大
量
輸
送
面
か
ら
考
え
る
と
バ
ス
で

な
く
て
汽
車
が
ふ
さ
わ
し
い
。

若桜鉄道

車
両
の
更
新
計
画
は

町
長
／
喫
緊
の
課
題
だ

集
客
性
を
高
め
た
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
い

③
エ
ア
コ
ン
や
Ｗ
ｉ

－

Ｆ
ｉ
な
ど
利
便

性
を
考
慮
し
、
集
客
性
を
求
め
た
デ
ザ

イ
ン
を
検
討
し
て
い
る
。
若
桜
鉄
道
と

も
協
議
し
、
最
終
的
に
は
八
頭
町
と
若

桜
町
で
決
定
す
る
。

④
新
型
車
両
は
１
両
２
億
５
，
０
０
０

万
円
程
度
。
事
業
費
の
３
分
の
１
は
国

庫
補
助
金
で
、
残
り
３
分
の
２
を
事
業

者
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。

川西美恵子 議員

質
問

　

台
風
７
号
、
八
頭
町
に
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
。
人
的
被
害
が
な
か
っ

た
の
が
、
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
。

災
害
復
旧
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

①
災
害
箇
所
、
災
害
被
害
額
は
ど
の
よ

う
な
規
模
だ
っ
た
の
か
。

②
激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
る
認
定
の
見

込
み
と
時
期
は
い
つ
な
の
か
。

③
災
害
復
旧
は
い
つ
頃
ま
で
に
完
成
す

る
予
定
な
の
か
。

④
農
業
施
設
に
も
か
な
り
の
被
害
が
あ

り
大
変
厳
し
い
状
況
だ
。
地
元
負
担
を

極
力
低
減
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
概
算
で
９
月
６
日
現
在
、
公
共
土
木

施
設
災
害
15
件
、
農
地
・
農
業
用
施
設

災
害
87
件
、
林
道
施
設
災
害
14
件
、
合

わ
せ
て
１
１
６
件
。
被
害
額
は
約
13
億

１
，
３
０
０
万
円
余
り
と
見
込
ん
で
い

る
。
そ
の
ほ
か
に
も
約
１
８
０
件
の
小

規
模
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。

②
激
甚
災
害
制
度
は
、
災
害
復
旧
事
業

等
に
係
る
国
庫
補
助
の
特
別
措
置
等
を

指
定
す
る
も
の
。
激
甚
災
害
指
定
基
準

に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。

③
発
生
年
を
含
め
３
年
以
内
に
完
了
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
早
い
時
期
の

復
旧
と
な
る
よ
う
努
力
す
る
。

④
災
害
の
受
益
者
負
担
は
、
事
業
費
の

５
％
と
決
め
て
い
る
。
た
だ
、
受
益
者

が
少
な
い
場
合
は
、
１
戸
当
た
り
の
負

担
額
を
上
限
３
万
円
に
し
て
い
る
。
極

力
、
受
益
者
の
負
担
を
少
な
く
す
べ
く
、

災
害
復
旧
に
取
り
組
み
た
い
。

災害復旧

災
害
の
状
況
と

激
甚
災
害
に
指
定
の
可
能
性
は

町
長
／
被
害
額
は
約
13
億
１
，３
０
０
万
円

　
　
　

基
準
に
よ
り
判
断
さ
れ
る

老朽化した若桜鉄道

河川の氾濫でえぐられた田んぼ
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質
問

①
読
書
世
論
調
査
で
は
、
読
書
離
れ
の

現
状
が
あ
る
が
、
本
町
の
現
状
は
。

②
蔵
書
の
実
態
調
査
と
予
算
措
置
は
。

③
古
い
蔵
書
の
廃
棄
、
更
新
は
。

④
課
題
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
各
図
書
館
で
は
、
小
学
校
の
施
設
見

学
を
毎
年
受
け
入
れ
、
地
域
の
図
書
館

を
利
用
す
る
き
っ
か
け
作
り
に
努
め
て
い

る
。
子
供
の
読
書
環
境
は
、
乳
幼
時
期
か

ら
が
重
要
で
保
育
所
に
も
読
み
聞
か
せ

等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

②
公
共
図
書
館
は
、
年
間
３
７
５
万
円
の

予
算
で
本
の
購
入
を
行
い
、
高
齢
者
支
援

用
の
本
、
音
読
教
室
用
の
本
、
子
ど
も
用

の
英
語
絵
本
、
保
育
所
図
書
支
援
事
業

用
の
本
等
を
購
入
し
て
い
る
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

③
令
和
４
年
度
、
廃
棄
８
２
０
冊
、
購
入

６
１
１
冊
。
古
い
本
や
状
態
の
悪
い
本
等

は
廃
棄
し
、
利
用
を
好
む
本
や
、
蔵
書
す

べ
き
本
を
選
定
し
購
入
し
て
い
る
。

図書館の充実

読
書
世
論
調
査
で
は
、

読
書
離
れ
の
現
状
が
あ
る
が

町
長
／
子
供
の
読
書
環
境
は
、

　

乳
幼
時
期
か
ら
支
援
が
重
要
だ

答
弁　

吉
田
町
長

④
施
設
面
が
課
題
で
あ
り
、
蔵
書
ス

ペ
ー
ス
、
自
習
室
、
Ｉ
Ｔ
関
係
設
備
等

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
て
い
な

い
。
３
館
に
分
散
の
為
、
１
館
当
た
り

の
内
容
が
充
実
し
て
な
い
。

質
問

　

公
明
党
は
、
学
校
図
書
館
の
充
実
を

進
め
て
き
た
。
文
部
科
学
省
は
昨
年
１

月
、
全
公
立
学
校
の
児
童
生
徒
が
新
聞

を
読
め
る
環
境
に
す
る
整
備
計
画
を
ま

と
め
た
。
事
例
で
本
年
度
、
奈
良
県
田

原
本
町
が
、
町
立
小
学
校
５
校
と
中
学

校
２
校
に
新
聞
を
配
備
し
た
。
読
む
事

で
教
養
を
深
め
る
の
が
目
的
だ
。
デ
ジ

タ
ル
だ
け
で
な
く
、
活
字
の
文
化
も
伝

授
、
各
自
治
体
へ
周
知
徹
底
を
務
め
る

と
語
っ
た
。
本
町
の
考
え
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

以
前
は
多
く
新
聞
を
取
っ
て
い
た
が
、

学
校
関
係
は
１
社
で
対
応
し
て
い
る
。

中村　美鈴 議員

質
問

①
先
日
の
台
風
で
、
避
難
所
は
何
カ
所

開
設
さ
れ
た
か
。
食
事
や
液
体
ミ
ル
ク

等
の
提
供
は
あ
っ
た
か
。

②
体
の
不
自
由
な
方
や
介
護
が
必
要
な

方
に
対
し
て
、
各
避
難
所
等
に
車
椅
子

の
完
備
は
あ
る
か
。

③
課
題
は
何
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
自
主
避
難
所
（
中
央
公
民
館
・
船
岡

庁
舎
・
中
央
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
）
指
定

避
難
所
（
郡
家
東
地
区
公
民
館
・
中
私

都
改
善
セ
ン
タ
ー
・
上
私
都
地
区
福
祉
施

設
）
福
祉
避
難
所
（
郡
家
保
健
セ
ン
タ
ー
）

の
計
７
カ
所
を
開
設
し
た
。
食
事
は
保
存

食
中
心
で
夕
食
・
朝
食
を
提
供
し
た
。
液

体
ミ
ル
ク
の
備
蓄
は
あ
る
が
、
需
要
が
な

か
っ
た
の
で
今
回
は
提
供
し
て
い
な
い
。

②
基
本
的
に
は
、
体
の
不
自
由
な
方
等

は
福
祉
避
難
所
へ
避
難
さ
れ
る
。
車
椅
子

の
配
備
は
あ
る
が
全
て
の
所
に
完
備
で
き

て
い
な
い
が
、
備
蓄
は
40
台
あ
る
。

③
独
居
高
齢
者
や
自
動
車
を
持
た
な
い

高
齢
者
世
帯
の
方
に
は
、
台
風
や
大
雨

の
時
等
、
一
番
身
近
な
集
落
公
民
館
等
を

一
時
避
難
所
に
設
置
し
て
も
ら
う
様
、
各

集
落
役
員
に
お
願
い
し
た
。

質
問

　

災
害
時
に
走
っ
て
避
難
で
き
な
い
人

が
３
割
い
る
現
状
で
、
階
段
や
坂
道
で

も
進
め
る
人
力
車
椅
子
の
完
備
や
シ
ル

バ
ー
カ
ー
の
配
備
は
ど
う
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

車
椅
子
も
シ
ル
バ
ー
カ
ー
も
調
査
し
対

応
を
考
え
た
い
。

災害時の
備蓄品

各
避
難
所
に

車
イ
ス
の
完
備
は
あ
る
か

町
長
／
配
備
は
40
台
あ
る
が
、

　
　
　

全
て
の
所
で
は
な
い

町の災害時の備蓄品（液体ミルク、水ほか）

2425 八頭町議会だより　第75号 令和5年11月



質
問

①
台
風
７
号
は
町
内
に
被
害
を
も
た
ら

し
た
。
災
害
時
の
情
報
発
信
を
伺
う
。

②
災
害
時
に
町
民
も
支
え
合
え
る
仕
組

み
の
再
構
築
が
必
要
と
考
え
る
が
。

③
役
場
機
構
図
の
担
当
者
名
の
掲
載
を

再
度
伺
う
。

④
敬
老
会
で
の
ご
長
寿
名
簿
等
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
防
災
無
線
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
発
信
し
て
い

る
。

②
町
か
ら
社
協
へ
お
願
い
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と
運
営
の
仕

組
み
づ
く
り
は
整
備
し
て
い
る
。

③
機
構
図
の
一
番
の
目
的
は
各
課
の
業
務

内
容
や
問
い
合
わ
せ
の
お
知
ら
せ
で
必
要

最
低
限
の
情
報
の
み
を
掲
載
。

④
多
く
の
批
判
を
受
け
た
の
で
、
平
成

26
年
度
か
ら
関
係
職
員
等
で
協
議
し
て

名
簿
の
配
布
は
中
止
と
し
た
。

質
問

　

通
行
止
め
と
な
っ
た
迂
回
路
は
看
板

情報の公開

災
害
時
の
情
報
発
信
は

町
長
／
防
災
無
線
や

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
発
信
し
て
い
る

と
合
わ
せ
て
、
防
災
無
線
で
の
情
報
は

あ
っ
た
の
か
。
誘
導
員
の
設
置
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

放
送
ま
で
し
た
か
確
認
し
て
な
い
。

雨
が
降
る
時
は
誘
導
員
が
い
た
。

質
問

　

機
構
図
の
担
当
者
の
掲
載
に
つ
い
て

例
規
な
ど
の
根
拠
は
あ
る
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

そ
う
い
っ
た
も
の
は
な
い
。

質
問

　

敬
老
会
の
記
念
品
は
い
つ
届
く
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

現
在
発
送
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。

少
な
く
と
も
年
内
に
は
届
く
よ
う
指
示

し
て
い
る
。

森　亜紀子 議員

質
問

　

病
児
保
育
は
広
域
連
携
で
病
気
の
回

復
期
に
至
ら
な
い
状
態
で
当
面
症
状
の

急
変
が
見
ら
れ
な
い
、
生
後
６
ヶ
月
か

ら
小
学
６
年
生
ま
で
の
児
童
が
対
象
。

こ
の
制
度
に
つ
い
て
伺
う
。

①
病
児
保
育
施
設
の
利
用
状
況
は
。

②
指
定
病
院
の
受
診
診
断
書
等
の
手
続

き
で
時
間
が
か
か
る
が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

１
市
６
町
の
因
幡
・
但
馬
麒
麟
の
ま

ち
連
携
中
枢
都
市
圏
域
で
病
児
・
病
後

児
保
育
事
業
の
広
域
利
用
等
も
協
定
を

締
結
し
て
い
る
。

①
利
用
状
況
は
、
令
和
３
年
度
が
82
件
、

令
和
４
年
度
が
96
件
だ
。

②
医
療
機
関
の
受
診
が
必
要
な
た
め
時

間
が
か
か
る
。
通
常
の
保
育
の
受
け
入

れ
と
は
異
な
る
の
で
、
理
解
い
た
だ
き

た
い
。

質
問

　

か
か
り
つ
け
医
の
診
断
で
利
用
で
き

る
よ
う
な
規
制
緩
和
は
で
き
な
い
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

定
数
も
決
ま
っ
て
お
り
専
属
の
指
定

医
療
機
関
の
診
察
で
利
用
に
繋
が
る
。

質
問

　

利
用
し
や
す
い
よ
う
１
市
６
町
の
広

域
で
協
議
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

手
続
き
の
短
縮
な
ど
、
担
当
課
に
話

を
さ
せ
て
み
た
い
。

病児保育

手
続
き
で
時
間
が
か
か
る
が

町
長
／
指
定
医
療
機
関
の
受
診
が
必
要
な
た
め子育て応援駐車場
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質
問

　

決
算
は
、
会
計
年
度
の
事
業
実
績
や

財
政
状
況
を
示
す
も
の
。

①
決
算
へ
の
少
子
高
齢
化
の
影
響
は
。

②
経
常
収
支
比
率
及
び
財
政
力
指
数

は
。

③
町
税
及
び
徴
収
率
は
。

④
人
口
千
人
当
た
り
の
職
員
数
と
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
は
。

⑤
人
口
一
人
当
た
り
の
財
政
負
担
は
。

⑥
人
口
一
人
当
た
り
の
人
件
費
、
物
件

費
、
決
算
額
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
労
働
力
人
口
が
減
少
し
経
済
が
縮
小

し
、
税
収
等
が
減
少
す
る
。
一
方
、
社

会
保
障
費
の
増
加
が
継
続
す
る
。

②
経
常
収
支
比
率
は
89
．6
％
で
前
年
度

よ
り
３
．３
ポ
イ
ン
ト
増
加
。
財
政
力
指

数
は
０
．２
３
１
で
例
年
と
同
数
値
だ
。

③
一
般
会
計
町
税
は
前
年
よ
り
１
，
６

７
５
万
円
増
加
、
徴
収
率
は
96
．81
％
で

前
年
よ
り
０
．52
ポ
イ
ン
ト
上
が
っ
た

④
職
員
数
は
12
．53
人
で
ラ
ス
パ
イ
レ
ス

４年度決算

不
用
額
が
多
額
と

な
っ
て
い
る
が

町
長
／
適
正
に
対
応
し
た
い

指
数
は
93
％
だ
。

⑤
町
民
一
人
当
た
り
75
万
4
千
円
だ
。

⑥
人
件
費
は
13
万
3
千
円
、
物
件
費
は

12
万
4
千
円
だ
。

質
問

　

歳
入
の
不
用
額
が
全
体
で
9
億
6
千

万
円
と
多
額
と
な
っ
て
い
る
、
有
効
活

用
が
望
ま
れ
て
い
る
が
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

不
用
額
の
部
分
は
早
め
の
対
策
で
予

算
を
落
と
す
等
、
次
年
度
の
繰
越
金
の

財
等
、
適
正
に
対
応
し
た
い
。

栄田　秀之 議員

質
問

　

Ｄ
Ｘ
の
推
進
状
況
は
、
デ
ジ
タ
ル
活

用
の
支
援
は
。
江
府
町
は
ソ
フ
ト
バ
ン

ク
と
提
携
し
高
齢
者
で
も
使
い
や
す
い

ス
マ
ホ
を
整
備
し
、
災
害
時
の
情
報
な

ど
生
活
基
盤
の
構
築
に
努
め
て
い
る
。

①
高
齢
者
が
相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
と
し
て
相
談
員
を
。

②
Ｄ
Ｘ
の
推
進
状
況
及
び
災
害
対
策
等

の
ス
マ
ホ
普
及
を
。

③
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
解
消
の
ス
マ
ホ

教
室
設
置
は
。

④
江
府
町
で
は
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
が
遠

隔
指
導
し
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
や
部

活
動
の
質
や
技
量
の
向
上
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
本
町
の
取
組
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

①
改
め
て
検
討
し
た
い
。
相
談
員
は
費

用
対
効
果
を
含
め
検
討
し
た
い
。

②
初
期
設
定
が
完
了
し
、
今
後
住
民
に

広
報
す
る
段
階
だ
、
災
害
等
情
報
取
集

手
段
と
し
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

③
昨
年
度
も
ス
マ
ホ
教
室
を
1
回
実
施

し
た
、
実
施
を
検
討
し
て
い
る
。

答
弁　

薮
田
教
育
長

④
現
在
で
は
行
っ
て
い
な
い
、
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
活
用
が
で

き
る
の
か
。
検
討
し
て
み
た
い
。

質
問

　

町
の
Ｄ
Ｘ
推
進
の
基
本
方
針
は
出
た

が
、
住
民
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
感
じ
ら

れ
な
い
、
ス
マ
ホ
の
操
作
に
慣
れ
て
い

な
い
住
民
が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
環

境
整
備
は
。

答
弁　

吉
田
町
長

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
。
検
討
す
る
。

※
そ
の
他
の
質
問

　

ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て

ＤＸの推進

高
齢
者
も
使
い
や
す
い

ス
マ
ホ
の
環
境
整
備
は

町
長
／
費
用
対
効
果
を
含
め
て
検
討
す
る

完成した公共下水道 竹の下排水口
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※
議
会
だ
よ
り
の
発
行
は
2
月
、
5
月
、
8
月
、
11
月
の
年
4
回
で
す
。

　

８
月
15
日
に
県
内
各
地
を
襲
っ

た
台
風
７
号
は
、
本
町
に
お
い
て

も
郡
家
私
都
谷
の
各
集
落
に
多
く

の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

台
風
関
係
の
記
事
は
分
か
り
や

す
く
編
集
し
ま
し
た
。
災
害
の
再

来
が
な
い
こ
と
を
願
う
も
の
で
す
。

　

全
体
的
に
決
算
の
内
容
を
始

め
、
記
事
に
は
円
表
や
囲
い
線
を

使
い
内
容
が
分
か
り
や
す
い
よ
う

に
工
夫
し
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
可
決
し
た
「
八
頭

町
議
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
条
例
」
は
、

制
定
が
県
内
で
は
初
め
て
と
あ
っ

て
注
目
が
集
ま
り
、
条
例
内
容
の

要
旨
は
新
聞
数
紙
に
も
掲
載
さ

れ
、
ま
た
テ
レ
ビ
放
映
等
も
あ
り

ま
し
た
。
議
会
だ
よ
り
75
号
に
は

条
例
の
全
文
を
記
載
し
ま
し
た
。

　

ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

 

（
記
：
川
西　

聡
）

委
員
長　
　

緒
方　

陽
紀

副
委
員
長　

森　

亜
紀
子

委
員　
　
　

前
田　

幸
己

委
員　
　
　

矢
部　

啓
祐

委
員　
　
　

灘
口　

茂
郎

委
員　
　
　

川
西　
　

聡

委
員　
　
　

奥
田
の
ぶ
よ

編
集
後
記

郡家　中野　敬太 さん（19 歳）
歌うことが好き 
　鳥取環境大学に入学して１年目です。軽音楽のボーカルをやっています。歌
うことが好きで、音楽はずっとやっていたけどなかなかそういう場がなくて、探
していたら大学にサークルがあって、とっても楽しいです。
八頭町の暮らし 

　良くも悪くも「静かだ」ということです。一度も県外に出たことがないですが、家から外へ出
ても静かだし、のどかだなあと外を歩きたくなります。また、人が温かいところも好きです。近
所のおばちゃんが野菜くれたり、道ですれ違ってもあいさつしたりと、いいところだと感じます。
18歳で選挙権を得て 
　投票には行きました。大学でも授業がありました。投票率を上げ
るためにどうするかなどの内容でした。今、家にいてスマホがあれ
ば、たいがいなんでもできるし、外にでなくてもいい環境です。生
活に対しての困り感がないことも選挙に対する意識の低さにもつな
がっているのかと思います。オンライン投票ができるよう考えていく
必要があるのではと思います。
八頭町に愛着がある 
　外から人を呼び込むことより、人を留めることが大事なのでない
かと思います。利便性考えたら外にでることはしかたないと、大学
でも都会から来た友人は「鳥取は終電が早い」などの声があり不
便だと思いますが、人を留めることを重視していくべきだと考えます。
将来は県内で就職したいと思います。19年間、八頭町に住み愛着
があるからここにいようと思っています。

編 集 委 員
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N
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本会議はケーブルテレビで生中継しています
議会の傍聴をしてみませんか

なお、定例会の本会議はインターネット配信もしています

議会、議会だよりに関する意見、ご要望をお寄せください。

TEL  0858-72-3975　FAX  0858-72-2641（議会事務局） 八頭町議会

※�議会だよりへのコメントの掲載を希望される方を募集しています。詳しくは議会事務局へ
お問い合わせください。
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